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税務訴訟資料 第２７０号－８８（順号１３４４８） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件 

国側当事者・国（麹町税務署長） 

令和２年９月３日認容・控訴 

   判     決 

原告          株式会社Ｄ 

同代表者代表取締役   甲 

同訴訟代理人弁護士   大石 篤史 

同           小島 冬樹 

同           栗原 宏幸 

同           安部 慶彦 

同           平川 雄士 

同           石井 裕樹 

同補佐人税理士     村上 博隆 

被告          国 

同代表者法務大臣    三好 雅子 

処分行政庁       麹町税務署長 

            道免 良春 

指定代理人       別紙１指定代理人目録のとおり 

   主     文 

１ 麹町税務署長が平成３０年７月３０日付けで原告に対してした、平成２６年４月１日から平成

２７年３月３１日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消

費税額マイナス１４６５万０６５７円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス４０７

万２８６５円を超える部分並びに同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取

り消す。 

２ 麹町税務署長が平成３０年７月３０日付けで原告に対してした、平成２７年４月１日から平成

２８年３月３１日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消

費税額マイナス６８９万５４０４円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス１８６万

０５４９円を超える部分並びに同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り

消す。 

３ 麹町税務署長が平成３０年７月３０日付けで原告に対してした、平成２８年４月１日から平成

２９年３月３１日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消

費税額マイナス１億２７９１万４４７８円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス３

４５１万６５０５円を超える部分並びに同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分をいず

れも取り消す。 

４ 訴訟費用は被告の負担とする。 

   事実及び理由 

第１ 請求 

主文１項から３項までと同旨 
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第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は、平成２７年３月期（平成

２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの課税期間をいい、他の課税期間についても同

様に表記する。）から平成２９年３月期までの各課税期間（以下「本件各課税期間」という。）

において、将来の転売を目的としてマンション８４棟（その一部又は全部が住宅として貸し付

けられているもの。以下「本件各マンション」という。）を購入した。かかる購入は、消費税法

（平成３１年法律第６号による改正前のもの。以下同じ）２条１２号に定める課税仕入れに当

たるところ（以下、本件各マンションに係る課税仕入れを「本件各課税仕入れ」という。）、原

告は、本件各課税期間に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の確定申告に

おいて、本件各課税仕入れが同法３０条２項１号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」

（以下「課税対応課税仕入れ」という。）に区分されるとして、本件各課税仕入れに係る消費税

額の全額を当該課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除して申告を行った。これ

に対し、麹町税務署長（処分行政庁）は、本件各課税仕入れは同号にいう「課税資産の譲渡等

とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」（以下「共通対応課税仕入れ」という。）に区

分すべきものであるから、本件各課税仕入れに係る消費税額の一部しか控除することができな

いとして、平成３０年７月３０日付けで、原告に対し、本件各課税期間に係る消費税等の各更

正処分（以下「本件各更正処分」という。）及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分

（以下「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。）をし

た。 

本件は、原告が、被告を相手に、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課

決定処分の取消しを求める事案である。 

２ 関係法令の定め 

本件に関する消費税法の定めは別紙２－１、地方税法（平成２４年法律第６９号による改正

前のもの。以下同じ）の定めは別紙２－２、国税通則法の定めは別紙２－３に記載のとおりで

ある。なお、本件に関しては、平成２７年法律第９号による改正前の消費税法及び平成２４年

法律第６９号による改正前の地方税法も適用されることになるが、本件の争点との関係では実

質的な差異はない。 

（１）消費税の課税の対象 

消費税の課税の対象となる資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡

及び貸付け並びに役務の提供をいう（消費税法４条１項、２条１項８号）。国内において行わ

れる資産の譲渡等のうち、住宅の貸付けや土地の譲渡など一定のものについては、消費税を

課さないこととされており（同法６条１項、別表第１）、このような非課税とされるものを除

いた資産の譲渡等を、課税資産の譲渡等という（同法２条１項９号）。 

（２）仕入税額控除の仕組み 

仕入税額控除とは、所定の課税標準（課税資産の譲渡等であれば、その対価の額）に税率

を乗じて得た金額（課税標準額に対する消費税額）から、当該課税期間中に国内において行

った課税仕入れ（事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提

供を受けること〔消費税法２条１項１２号〕）及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間におけ

る保税地域からの課税貨物の引取り（以下、これらを併せて「課税仕入れ等」という。）に係

る消費税額を控除する制度である（同法３０条１項）。 

控除される具体的な税額（以下「控除対象仕入税額」という。）は、事業者の課税売上高が

５億円を超え、又は課税売上割合（後述）が９５％に満たない場合には、次のア又はイの方
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法で計算される（消費税法３０条２項）。 

ア 個別対応方式 

当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ等につき、下記①から③までの区分

（以下「用途区分」という。）が明らかにされている場合には、（ａ）課税対応課税仕入れ

（下記①）に係る消費税額の合計額に、（ｂ）共通対応課税仕入れ（下記③）に係る消費税

額の合計額に課税売上割合（当該事業者が当該課税期間中に国内において行った資産の譲

渡等の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行った課税

資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として、政令で定めるところにより計算し

た割合〔消費税法３０条６項〕）を乗じた額を加算した金額が控除対象仕入税額となる（同

条２項１号）。 

また、事業者は、課税売上割合に代わる合理的な割合につき所定の要件を満たすものと

して所轄税務署長の承認を受けている場合、上記（ｂ）の計算において、その承認を受け

た割合（以下「課税売上割合に準ずる割合」という。）を用いることができる（消費税法３

０条３項）。 

記 

① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの（課税対応課税仕入れ） 

② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの（以下「非課税対応課税仕入れ」とい

う。） 

③ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの（共通対応課税

仕入れ） 

イ 一括比例配分方式 

上記ア以外の場合、当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合

を乗じた金額が控除対象仕入税額となる（消費税法３０条２項２号）。 

３ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認

められる事実） 

（１）原告の収益不動産販売事業 

原告は、不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社であり、平成１５年から不動

産投資事業に本格参入し、平成２７年以降は東京証券取引所市場第１部に上場している。原

告の主要な事業のうち、収益不動産販売事業（以下「本件事業」という。）は、富裕層の個人

投資家を主な顧客とする販売事業であって、賃貸収益を上げることのできる収益不動産（中

古の賃貸用マンション等）を仕入れ、その資産価値及び収益力を向上させるバリューアップ

（①物件に改良工事を施す「リノベーション」、②物件を良好な状態に管理する「マネジメン

ト」のほか、③物件を適正な賃料で貸し付けて空室を可能な限り減らす「リーシング」等の

方法による。）を行った上で、当該収益不動産を顧客に転売するというものである（以下、こ

のような本件事業の枠組みを「本件ビジネスモデル」ということがある。）。（甲４、４８、４

９、乙３） 

（２）本件各課税仕入れ 

原告は、本件各課税期間において、本件ビジネスモデルに基づき、バリューアップ後の転

売を目的として、中古の賃貸用マンション（主に居住用であるが、一部に事務所、店舗が混

在するものを含む。）である本件各マンション合計８４棟（平成２７年３月期及び平成２８年

３月期はいずれも２６棟、平成２９年３月期は３２棟。）を購入した（本件各課税仕入れ）。 

本件各マンションは、本件各課税仕入れが行われた日（以下「本件各仕入日」という。）の

時点において、その一部又は全部が住宅として貸し付けられており、原告は、本件各マンシ
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ョンの購入によってその賃貸人たる地位を承継し、本件各マンションを転売するまでの間、

その賃料を収受した。 （以上につき、甲２の１～３、５０、乙４～７） 

（３）本件各確定申告 

原告は、本件各課税期間の消費税等について、個別対応方式で控除対象仕入税額を計算す

ることを選択した上で、本件各課税仕入れの用途区分に関しては、建物の販売（課税資産の

譲渡等）を目的にしたものであるから課税対応課税仕入れに区分すべきであるとして、本件

各課税仕入れに係る消費税額の全額を課税標準額に対する消費税額から控除し、別表１－１

から１－３までの各「確定申告」欄記載のとおり、法定申告期限までに確定申告を行った

（以下「本件各確定申告」という。）。 

なお、本件各課税期間における原告の課税売上高は５億円を超えており、課税売上割合も

９５％を下回っていた。また、原告は、本件各課税期間中に国内において行った課税仕入れ

等について、用途区分を明らかにしていた（原告は、一部において建物賃貸業も行っている

が、住宅の貸付けを目的として購入した建物については、非課税対応課税仕入れとして申告

している。）。 （以上につき、甲１の１～３、甲２の１、乙１の１～３） 

（４）本件各処分 

麹町税務署長（処分行政庁）は、本件各課税仕入れの用途区分について、建物の販売（課

税資産の譲渡等）のみならず、住宅の貸付け（その他の資産の譲渡等）も目的としたもので

あるから、共通対応課税仕入れに区分すべきであって、課税標準額に対する消費税額から控

除することができるのは、本件各課税仕入れに係る消費税額に本件各課税期間に係る課税売

上割合（平成２７年３月期は約３６％、平成２８年３月期及び平成２９年３月期はいずれも

約３４％。以下「本件各課税売上割合」という。）を乗じた金額にとどまるとして、平成３０

年７月３０日付けで、原告に対し、別表１－１から１－３までの各「更正処分」欄記載のと

おり、本件各課税期間に係る消費税等の各更正処分（本件各更正処分）及びこれらに伴う過

少申告加算税の各賦課決定処分（本件各賦課決定処分）をした。なお、平成２７年３月期に

係る更正処分においては、本件各課税仕入れの用途区分が上記のとおり変更されたほか、原

告が住宅の貸付け（その他の資産の譲渡等）を目的として購入したマンション１棟に係る課

税仕入れについても、駐車場の貸付け（課税資産の譲渡等）を含むとの理由で、用途区分が

非課税対応課税仕入れから共通対応課税仕入れへと変更されている。（甲２の１～３、５８の

１～３） 

（５）本件各確定申告では、納付すべき消費税等の額がマイナスとなり、合計１億８９９１万０

４５８円の還付金が生じていたのに対し、本件各更正処分では、還付金はなくなり、合計２

億７７３１万５４００円の消費税等を納付すべきことになり、差引納付すべき消費税等の額

は合計４億６７２２万５８５８円となった。また、過少申告加算税の額は合計７０００万８

０００円となった（別表１－１から１－３まで）。 

なお、本件各確定申告と本件各更正処分とでこのような差が生じたのは、上記（４）のと

おり本件各課税売上割合が約３４～３６％にとどまるためであるが、これは、原告の本件各

課税期間の売上げの一部に住宅の貸付けによる収入が含まれるほか、本件ビジネスモデルの

下で、中古の賃貸用マンションを転売する際に、その敷地の譲渡（土地の譲渡は非課税であ

る。）も併せて行われるのが通常であるため、非課税売上げの金額が全体の相当部分を占める

こととなるという、構造的な要因によるものである。 

（６）審査請求 

原告は、本件各処分を不服として、平成３０年９月１３日付けで審査請求をした（甲３）

が、国税不服審判所長は、審査請求がされた日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決
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をしなかった。 

（７）本件訴訟の提起等 

原告は、平成３０年１２月１４日、国税通則法１１５条１項１号に基づき、国税不服審判

所長の裁決を経ることなく本件訴訟を提起した。そして、原告は、平成３１年３月１９日、

上記（６）の審査請求を取り下げた（乙８）。 

４ 争点 

（１）本件各更正処分の適法性に関し 

ア 本件各課税仕入れの用途区分（本件各課税仕入れが課税対応課税仕入れと共通対応課税

仕入れのいずれに区分されるべきものであるか）（争点（１）） 

イ 平等取扱原則違反の有無（争点（２）） 

（２）本件各賦課決定処分の適法性に関し 

国税通則法６５条４項にいう「正当な理由」の有無（争点（３）） 

５ 争点に関する当事者の主張 

争点に関する当事者の主張の要旨は、別紙３記載のとおりである。また、被告が主張する本

件各処分に係る課税の根拠及び計算は、別紙４記載のとおりであるところ、原告は、上記４に

おいて争点となっている点を除き、これを争うことを明らかにしていない。なお、上記各別紙

で定義した略語は、本文においても用いる。 

第３ 当裁判所の判断 

当裁判所は、本件各課税仕入れは専ら将来における不動産の転売のためにされたものとして

課税対応課税仕入れに区分すべきものであり、その消費税額の全額が控除対象仕入税額となる

ため、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分はいずれも違法であ

るから、これらの取消しを求める原告の請求は認容すべきものと判断する。その理由の詳細は、

以下のとおりである。 

１ 争点（１）（本件各課税仕入れの用途区分）について 

（１）仕入税額控除及び用途区分の趣旨等 

ア 消費税の制度は、広く公平な税負担を求めるという観点から、ほとんど全ての国内にお

ける取引を課税の対象とするものであるが、これらの取引は生産や流通等の各段階に及ぶ

ため、それぞれの取引に消費税が課される結果、製品やサービスが消費者（いわゆる最終

消費者を指す。以下同じ）に購入されるまでの間に二重、三重に消費税が課されることと

なって税負担が累積すると、その負担は消費者が購入する製品等の価格に転嫁されること

となる。このような税負担の累積を避け、消費者に対する税負担の適正な転嫁を実現し、

もって中立かつ公平な課税の確立を図るため、消費税法は、仕入税額控除の制度を採用し、

当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った

課税仕入れ等の消費税額（控除対象仕入税額）を控除するものとしている（３０条１項。

関係法令（２））。 

イ もっとも、課税仕入れ（事業として行う資産の譲受け等）は、課税資産の譲渡等のため

に行われるばかりでなく、その他の資産の譲渡等（住宅の貸付けなど、消費税を課さない

こととされている資産の譲渡等）のためにも行われることがあり、後者（その他の資産の

譲渡等のために行われる課税仕入れ）については税負担の累積は生じないため、その課税

仕入れに係る消費税額を控除する必要はない。そこで、消費税法は、課税売上高が５億円

を超え、又は課税売上割合が９５％に満たない事業者について、個別対応方式（３０条２

項１号）又は一括比例配分方式（同項２号）のいずれかによって控除対象仕入税額を算定

とすることとしている（関係法令（２）ア、イ）。 
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これらのうち、個別対応方式は、事業者が当該課税期間中に国内において行った課税仕

入れ等につき、①課税資産の譲渡等にのみ要するもの（課税対応課税仕入れ）、②その他の

資産の譲渡等にのみ要するもの（非課税対応課税仕入れ）、③課税資産の譲渡等とその他の

資産の譲渡等に共通して要するもの（共通対応課税仕入れ）のいずれかに当たるかにつき

区分した場合の控除対象仕入税額の算定方法であって、㋐課税対応課税仕入れに区分した

ものについてはその消費税額の全部を、㋑共通対応課税仕入れに区分したものについては

その消費税額に課税売上割合を乗じた額を、控除対象仕入税額に含めるものとされている

（消費税法３０条２項１号。関係法令（２）ア）。 

したがって、課税資産の譲渡等に要するものであることが明らかな課税仕入れ等につい

ては、課税対応課税仕入れと共通対応課税仕入れのいずれに区分されるかによって、控除

対象仕入税額に当該課税仕入れ等に係る消費税額の全部を含めるのか、当該課税仕入れ等

に係る消費税額に課税売上割合を乗じた額のみを含めるのかが異なることになるところ、

特に、課税売上割合が低い事業形態の場合には、課税仕入れ等の用途区分による差異は大

きなものとなる。 

以上に鑑みると、課税仕入れの用途区分に係る判断は、税負担の累積の排除という消費

税法の目的に照らし、課税仕入れに係る消費税額について税負担の累積を招くものとそう

でないものとに適正に配分するという観点から、当該課税仕入れがいかなる取引のために

行われたものであるのかを、その経済実態に即して適切に行うべきものである。 

ウ ところで、消費税法３０条２項１号が課税仕入れ等の用途区分につき「要するもの」と

いう文言を用いているのは、①課税仕入れ等に対応する取引（資産の譲渡等）が必ずしも

当該課税期間中に行われるとは限らないことや、②課税仕入れ等が事業者による経済活動

の一環として行われるものである以上、将来における一定の取引を目指したものというこ

とができ、実際に当該課税仕入れ等に対応するどのような取引が行われたか（あるいは、

行われなかったか）を見るまでもなく、当該課税仕入れ等がどのような取引を目指して行

われたかを見れば、用途区分を判定するのに十分であることによるものと解される。 

このような消費税法３０条２項１号の文言及び趣旨に鑑みると、課税仕入れ等の用途区

分に係る判断は、当該課税仕入れ等を行った日（仕入日）を基準に、事業者が将来におけ

るどのような取引のために当該課税仕入れ等を行ったのかを認定して行うべきである。そ

して、かかる認定に当たっては、税負担の判断が事業者の恣意に左右されることのないよ

う、①当該事業者の事業内容・業務実態、②当該事業者における過去の同種の課税仕入れ

等及びこれに対応して行われた取引の内容・状況、③当該課税仕入れ等と過去の同種の課

税仕入れ等との異同など、仕入日に存在した客観的な諸事情に基づき認定するのが相当で

ある。 

（２）本件ビジネスモデル下における用途区分の認定について 

ア 問題の所在 

本件ビジネスモデルは、事業者が、中古の賃貸用マンション等の収益不動産を購入し、

適正な賃料で貸し付けて空室を可能な限り減らすというリーシングを行った上で当該収益

不動産を顧客に転売するというものである（前提事実（１））。したがって、本件ビジネス

モデル下における課税仕入れ（収益不動産〔建物〕の購入）が、将来における当該収益不

動産（建物）の売却（課税資産の譲渡等）のために行われるものであることは、明らかで

ある。 

もっとも、本件ビジネスモデル下で収益不動産を購入する事業者は、仕入日に賃借人が

存在する場合に自らその賃貸人たる地位を承継することにより、また、仕入後にリーシン
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グを行うことにより、当該収益不動産を転売するまでの間に賃料収入を得ることが見込ま

れるところ、住宅の貸付けは「その他の資産の譲渡等」に該当することから、仮に、当該

課税仕入れの用途区分の判定において、かかる賃料収入が見込まれることをもって当該課

税仕入れにつき「その他の資産の譲渡等」にも要するものと評価することとすれば、当該

課税仕入れは共通対応課税仕入れに区分されることとなる。 

被告は、おおむね上記のような考え方に基づき、本件各課税仕入れが本件ビジネスモデ

ル下で行われていることや、本件各仕入日において本件各マンションに賃借人が存在し、

原告がその賃貸人たる地位を承継したこと（前提事実（２））から、原告が本件各マンショ

ンの賃料を収受することは確実であったものであり、そうである以上、本件各課税仕入れ

は共通対応課税仕入れに区分すべきである旨を主張する。 

イ しかしながら、本件ビジネスモデルにおいて課税仕入れの目的が収益不動産の売却にあ

ることは明らかであるのに、当該事業における賃料収入の位置付けや、賃料収入が売上げ

全体に占める割合その他の個別の事情を一切考慮せずに、将来の賃料収入が確実に見込ま

れるというだけで常に共通対応課税仕入れに区分すべきものと解するとすれば、経済実態

と著しくかい離するおそれがあるにとどまらず、上記（１）のような税負担の累積の排除

という消費税法の目的や、課税仕入れに係る消費税額について税負担の累積を招くものと

そうでないものとに適正に配分するという観点に照らしても、問題が生ずるといわざるを

得ない。 

殊に、本件ビジネスモデルの下では、収益不動産を転売する際に、建物だけでなく、そ

の敷地の譲渡（土地の譲渡は非課税である。）も併せて行われるのが通常であるため、転売

による売上げ全体に占める建物の売上げの割合は相対的に低いものとならざるを得ず、し

たがって、事業者が当該課税期間中に行う資産の譲渡等の対価のうちに課税資産の譲渡等

が占める割合（課税売上割合）も、これに応じた低いものとなることを免れない（前提事

実（５）。本件各課税売上割合は、約３４～３６％である。）。 

そうすると、上記のような課税売上割合と、賃料収入額が売上げ全体に占める割合との

ギャップによって、建物の取得価格に対する消費税額のうち相当部分に税負担の累積が生

じてしまうこととなるが、本件ビジネスモデル下で仕入日に賃借人の存する収益不動産を

購入する場合において、常にこのような税負担の累積を許すこととすれば、税負担の累積

の排除という消費税法の目的を十分に達成し得ないこととなる。 

なお、被告は、このような課税売上割合とのギャップの問題は、課税売上割合に準ずる

割合（消費税法３０条３項）の利用によって解消すべきものである旨を主張するが、課税

売上割合に準ずる割合を用いるためには、合理的な計算方法を定めて事前に所轄税務署長

の承認を受けておかなければならないのであって、上記のような本件ビジネスモデル下に

おける課税売上割合とのギャップの問題が、課税売上割合に準ずる割合の利用によって解

消し得るものとは直ちに解し難い。 

ウ 以上のような問題点を踏まえ、翻って検討すると、一般に、事業者が課税仕入れ等を行

う場合に、当該活動が本来得ることを目的としている収入（課税資産の譲渡等）のほかに、

当該活動の過程で生じる他の収入（その他の資産の譲渡等）が見込まれることにより、当

該課税仕入れ等が共通対応課税仕入れに区分されることとなるのか否かについては、一義

的に解するのではなく、①他の収入が当該事業者の経済活動におけるどのような過程で得

られ、その活動全体の中でどのように位置付けられているのか、②他の収入が見込まれる

ことが、課税仕入れ等やこれに対応する取引にどのような影響を及ぼしているのか、③全

体の収入の見込額のうちに他の収入の見込額が占める割合など、当該事業者が行う経済活
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動に関する個別の事情を踏まえ、課税仕入れに係る消費税額について税負担の累積を招く

ものとそうでないものとに適正に配分するという観点に照らし、他の収入が見込まれるこ

とをもって当該課税仕入れ等につき「その他の資産の譲渡等」にも要するものと評価する

ことが相当といえるか否かを考慮して判断すべきである。 

エ そうすると、本件ビジネスモデル下における課税仕入れについては、仕入日に将来の賃

料収入が確実に見込まれるというだけで直ちに共通対応課税仕入れに区分されるものと解

すべきではなく、上記ウのような当該事業者が行う経済活動に関する個別の事情に基づく

検討がされるべきであるから、被告の上記アの主張は採用することができない。 

そこで、以下、原告が行う事業に関する個別の事情を認定の上、本件各課税仕入れの用

途区分につき検討する。 

（３）認定事実 

ア 原告の事業の内容等（前提事実（１）、甲４、４８、４９、乙２２） 

（ア）概要 

原告（原告のグループ会社を含む。以下、アにおいて同じ）は、富裕層の個人投資家

を対象にした不動産事業を行っており、①本件ビジネスモデルに基づく収益不動産販売

事業（本件事業）と、②ストック型フィービジネスの二つを主力事業としている。 

（イ）本件事業の内容等 

ａ 収益不動産販売事業（本件事業）は、個人投資家の購買ニーズの強い、首都圏に所

在する５億円以下の住居系収益不動産（中古の賃貸用マンション等）を自己勘定で購

入し、バリューアップを図った上でこれを顧客（個人投資家）に転売するというもの

である。仕入れた収益不動産については、販売用の資産であることから、棚卸資産と

して計上されている。 

ｂ 原告が仕入れた収益不動産のバリューアップは、①リノベーション（改良工事を施

すこと）、②マネジメント（良好な状態に管理すること）及び③リーシング（適正な賃

料で貸し付けて空室を可能な限り減らすこと）によって行われる。なお、リノベーシ

ョンは、建物の外観や共用部分、設備等について行うものであって、現に貸し付けら

れている居室の内装について行うものではない。 

バリューアップの方法の中でも、リーシングは、不動産の収益力を向上させるもの

であって、収益不動産を転売する上で重要な意義を有している。収益不動産の購入者

（個人投資家）は、表面利回り（満室であるとした場合に想定される年間賃料収入を、

当該収益不動産の購入価格で除した割合による利回り）に基づいて投資判断を行うの

が一般的であり、空室の多い不動産（表面利回りどおりの賃料収入を得られない可能

性が高い不動産）への投資をちゅうちょする傾向にあるため、リーシングにより空室

を減らすことによって、売買契約の成立率や転売価格を上げる効果がある。 

ｃ 原告が収益不動産を仕入れるに当たっても、上記のようなリーシングによるバリュ

ーアップを経た上で顧客に販売することを想定しているため、満室となった場合を想

定した表面利回りを前提とした想定販売価格に基づき、購入費（改修費用等を含む。）

に対してどの程度の利益が見込まれるかを検討した上で、販売用資産として仕入れる

か否かを決定している（甲５６の３）。これに対し、当該収益不動産により原告が得る

賃料収入がどれだけ見込まれるかは、仕入時の判断において考慮に入れられていない。 

また、原告が収益不動産を販売するに当たっては、市況や顧客との交渉状況を踏ま

えつつ、想定販売価格にできるだけ近い値で販売できる状況になり次第、速やかに販

売しており、賃料収入がどれだけ得られるかは販売時期の決定等においても考慮に入
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れられていない。 

（ウ）ストック型フィービジネスの内容等 

ａ ストック型フィービジネスは、本件事業で収益不動産を購入した顧客に対し、不動

産経営に関する各種のソリューションを提供するサービス事業である。その内容は、

①マネジメント業務の代行（管理、リーシング、賃料徴収等）、②不動産活用に関する

コンサルティング（修繕プランの提案等）、③不動産の鑑定評価に大別される。 

ｂ 本件事業で購入した収益不動産から原告が得る賃料収入は、ストック型フィービジ

ネスの収入として計上されている。なお、本件事業により購入した収益不動産は棚卸

資産として計上され、減価償却の対象とならないため、その購入代金が上記賃料収入

の費用として計上されることはない。 

イ 平成２４年３月期から平成２６年３月期までにおける本件事業の展開状況（甲７０） 

（ア）原告は、本件各課税期間に先立つ平成２４年３月期から平成２６年３月期までの各課

税期間（以下「直近３課税期間」という。）において、本件事業における転売を目的とし

て、賃貸用マンション合計８４棟（平成２４年３月期が１９棟、平成２５年３月期が３

４棟、平成２６年３月期が３１棟）を仕入れた。これらのマンションは、仕入日におい

て、その一部又は全部が住宅として貸し付けられており、原告は、その賃貸人たる地位

を承継し、その後転売までの間に生じた賃料を収受した。 

原告は、上記各マンションについてバリューアップを行い、全８４棟のうち８３棟を

仕入価格よりも高値で転売した（平成２５年１２月に購入した１棟のみ、転売未了であ

る。）。これらのマンションは、原告における会計処理上、いずれも棚卸資産に計上され

ていた。 

（イ）直近３課税期間のそれぞれにおける、①購入時の入室率、②転売時の入室率、③転売

による収入（販売収入）、④転売までの間に得た賃料収入、⑤転売までの保有期間（いず

れも１棟当たりの平均値）は、次の表に記載のとおりである。 

①購入時の

入室率 

②転売時の

入室率 
③販売収入 ④賃料収入 ⑤保有期間

平成２４年

３月期 
７９．５％ ８６．９％ ２７０百万 ６百万 ４．９か月

平成２５年

３月期 
８４．１％ ８５．０％ ２５３百万 ９百万 ５．０か月

平成２６年

３月期 
７１．９％ ８３．８％ ３８８百万 ３２百万 ８．９か月

これによれば、リーシングによる入室率の上昇は、平成２４年３月期が７．４％、平

成２５年３月期が０．９％、平成２６年３月期が１１．９％であり、これらを平均する

と６．７３％となる。なお、仕入日の稼働率が６割を下回る場合でも、リーシングによ

り、転売時までに稼働率が大幅に改善された例が散見される。 

また、販売収入と賃料収入の総和（上記③＋④）に占める賃料収入（上記④）の割合

は、平成２４年３月期が２．１７％、平成２５年３月期が３．４４％、平成２６年３月

期が７．６２％であり、これらを平均すると４．４１％となる（なお、販売収入のうち

建物部分を仮に３割とすると、建物の販売収入と賃料収入の総和に占める賃料収入の割

合は、平成２４年３月期が６．９０％、平成２５年３月期が１０．６０％、平成２６年

３月期が２１．５６％であり、これらを平均すると１３．０２％となる。）。 
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なお、転売されるまでの保有期間（上記⑤）を平均すると、直近３課税期間を通じて

６．２７か月となる。 

ウ 本件各課税期間における本件事業の展開状況（前提事実（２）、甲２の１～３、２２、５

０） 

（ア）原告は、本件各課税期間において、本件事業における転売を目的として、本件各マン

ション合計８４棟（平成２７年３月期及び平成２８年３月期はいずれも２６棟、平成２

９年３月期は３２棟）を仕入れた。本件各マンションは、本件各仕入日において、その

一部又は全部が住宅として貸し付けられており、原告は、その賃貸人たる地位を承継し、

その後転売までの間に生じた賃料を収受した。 

原告は、本件各マンションについてバリューアップを行い、全８４棟のうち８０棟を

仕入価格よりも高値で転売した（４棟は販売未了である。）。本件各マンションは、原告

における会計処理上、いずれも棚卸資産に計上されていた。 

（イ）本件各課税期間のそれぞれにおける、①購入時の入室率、②転売時の入室率、③販売

収入、④賃料収入、⑤転売までの保有期間（いずれも１棟当たりの平均値）は、次の表

に記載のとおりである。 

①購入時の

入室率 

②転売時の

入室率 
③販売収入 ④賃料収入 ⑤保有期間

平成２７年

３月期 
８２．３％ ９５．４％ ３５２百万 １５百万 ７．８か月

平成２８年

３月期 
７９．７％ ９２．８％ ４１３百万 １７百万 ６．９か月

平成２９年

３月期 
８１．５％ ９５．８％ ４３８百万 １４百万 ６．２か月

これによれば、リーシングによる入室率の上昇は、平成２７年３月期が１３．１％、

平成２８年３月期が１３．１％、平成２９年３月期が１４．３％であり、これらを平均

すると１３．５％となる。なお、仕入日の稼働率が６割を下回る場合でも、リーシング

により、転売時までに稼働率が大幅に改善された例が散見される。 

また、販売収入と賃料収入の総和（上記③＋④）に占める賃料収入（上記④）の割合

は、平成２７年３月期が４．０９％、平成２８年３月期が３．９５％、平成２９年３月

期が３．１０％であり、これらを平均すると３．７１％となる（なお、販売収入のうち

建物部分を仮に３割とすると、建物の販売収入と賃料収入の総和に占める賃料収入の割

合は、平成２７年３月期が１２．４４％、平成２８年３月期が１２．０７％、平成２９

年３月期が９．６３％であり、これらを平均すると１１．３８％となる。）。 

なお、転売されるまでの保有期間（上記⑤）を平均すると、直近３課税期間を通じて

６．９７か月となる。 

（４）本件各課税仕入れに係る用途区分の判定 

上記（３）の認定事実を踏まえ、上記（１）及び（２）の観点に照らして、本件各課税仕

入れに係る用途区分を検討する。 

ア 本件事業は、富裕層の個人投資家を対象とした本件ビジネスモデルによる収益不動産販

売事業であり、仕入れた収益不動産（中古の賃貸用マンション等）を転売時までにできる

だけ満室に近づけるリーシングやリノベーション等のバリューアップを行うことにより、

その収益力や資産価値を高め、当該収益不動産の販売による利益を得ようとするものであ
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って、原告が仕入れた収益不動産を賃貸することは、販売のための手段として位置付けら

れるものである。そして、原告が得る賃料収入は、仕入れた収益不動産を賃貸することに

よって不可避的に発生するものであり、上記のとおり賃貸が収益不動産の販売のための手

段であることに鑑みれば、収益不動産の販売による利益を得るという本件事業の目的との

関係において、副産物というべきものである。 

イ このような賃料収入の位置付けは、原告の会計処理にも表れている。すなわち、原告が

仕入れた収益不動産を賃貸することによる賃料収入は、本件事業による収入とは扱われず、

ストック型フィービジネスの収入として計上されているところ（認定事実ア（ウ）b）、ス

トック型フィービジネスは、本件事業で収益不動産を購入した顧客に対して展開される不

動産経営に関する各種のサービス事業であり（同ａ）、上記賃料収入はこれらの事業とも関

係がないから、実際には「その他」に近い取扱いがされているといえる。また、原告が本

件事業において購入した収益不動産は、棚卸資産として計上され、減価償却の対象となら

ないため、その購入代金が賃料収入の費用として計上されることもない（同ｂ）。 

ウ そして、原告が収益不動産を仕入れるに当たっても、当該収益不動産による賃料収入が

どれだけ見込まれるかは、仕入時の判断において考慮に入れられていない（認定事実ア

（イ）ｃ）。なお、仕入時において空室が多かったとしても、転売時までのリーシングによ

り稼働率を改善することができるため（直近３課税期間及び本件各課税期間における実際

の稼働率の改善状況を参照〔認定事実イ（イ）、ウ（イ）〕。）、収益不動産の空室状況が仕入

時の判断に及ぼす影響も小さいといえる。 

エ さらに、原告が収益不動産を販売するに当たっても、上記ウと同様に、販売時期の決定

等において原告が得られる賃料収入が考慮に入れられることはなく、当該収益不動産につ

いて販売できる状況が整い次第、速やかに販売されている。そのため、直近３課税期間及

び本件各課税期間における転売までの保有期間も、おおむね６～７か月となっており（認

定事実イ（イ）、ウ（イ））、その結果として、販売収入と賃料収入の総和に占める賃料収入

の割合も、直近３課税期間において４．４１％、本件各課税期間において３．７１％（販

売収入のうち建物部分を仮に３割として計算した場合の建物の販売収入と賃料収入の総和

に占める賃料収入の割合は、直近３課税期間において１３．０２％、本件各課税期間にお

いて１１．３８％）にとどまっている。 

オ 用途区分に係る小括 

上記アからエまでに検討したところによれば、原告が本件事業において仕入れた収益不

動産を賃貸して得られる賃料収入は、当該収益不動産の販売を行うための手段としての賃

貸から不可避的に生じる副産物として位置付けられるものであって、このことは、原告の

会計処理における取扱いや、収益不動産の仕入れ及び販売の際に原告がどれだけ賃料収入

を得られるかが考慮に入れられていないことからも裏付けられるものである。そして、原

告が実際に得ている賃料収入も、販売収入と賃料収入の総和に対して３課税期間の平均で

５％未満（販売収入のうち建物部分を仮に３割として、建物の販売収入と賃料収入の総和

に占める割合を見ても、おおむね１割程度）にとどまっている。また、これらに関しては、

直近３課税期間と本件各課税期間とで有意な差が見られない。 

これらの事実関係に照らせば、本件各仕入日に上記のような賃料収入が見込まれること

をもって、本件各課税仕入れにつき「その他の資産の譲渡等」にも要するものとして共通

対応課税仕入れに区分することは、本件事業に係る経済実態から著しくかい離するばかり

でなく、課税仕入れに係る消費税額について税負担の累積を招くものとそうでないものと

に適正に配分するという観点に照らしても、相当性を欠くものといわざるを得ない。 
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したがって、本件各課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものとして課税対応課

税仕入れに区分するのが相当であるから、本件各課税仕入れに係る消費税額は、その全額

が控除対象仕入税額となる。 

カ 被告の主張に関し 

被告は、原告のウェブサイトに、「ストック型フィービジネスの収益には…中古物件を仕

入れた後、販売するまでの間に確保できる賃料収入も含まれて」おり、「収益不動産残高の

拡充を進め、賃料収入を増加させることで、安定した収益モデルへの転換を図って」いる

との記載があること（甲４）を根拠に、本件各課税仕入れは将来の転売のみならず住宅の

貸付けにも要するものであったと主張する。 

しかしながら、原告のウェブサイトにおける上記の記載は、いわゆるＩＲ情報（投資家

向け広報）として公にされたものであり（甲４８）、原告の主力事業である収益不動産販売

事業の拡大に伴い生ずる収益不動産残高の増加という事態を、投資家からネガティブに捉

えられないよう説明する趣旨と理解することができるものであって、かかる記載が存在す

るというだけで、本件各課税仕入れが住宅の貸付けにも要するものであったと認めること

はできない。そして、原告の事業に係る客観的な事実関係に照らし、本件各課税仕入れに

つき共通対応課税仕入れに区分することが相当でないことは、以上に説示したとおりであ

る。 

したがって、被告の上記主張は採用することができない。 

２ 本件各処分の適法性について 

（１）本件各更正処分に関し 

上記１の判断並びに別紙４記載の被告が主張する課税の根拠及び計算（争点となっている

点を除く。）によれば、本件各課税期間に係る控除対象仕入税額は、平成２７年３月期につい

ては別表３－４（⑯欄）に記載のとおりとなり、平成２８年３月期及び平成２９年３月期に

ついては、別表３－２（⑱欄）及び３－３（⑱欄）に記載のとおり（申告額と同額）となる。

そして、これらの控除対象仕入税額を前提にすれば、本件各課税期間の消費税等に係る課税

標準額及び納付すべき税額の計算は、別表２―４から２―６までに記載のとおりとなる（納

付すべき税額はいずれもマイナスとなるため、上記各表の⑩欄及び⑱欄のとおり還付金が生

じることとなる。）。 

以上によれば、本件各更正処分のうち上記に認定した納付すべき税額を超える部分（ただ

し、平成２７年３月期については申告額を超える部分〔原告が取消しを求める部分と同

じ。〕）は、争点（２）（平等取扱原則違反の有無）について判断するまでもなく、違法であっ

て、取消しを免れない。 

（２）本件各賦課決定処分に関し 

上記（１）の判断によれば、本件各更正処分によって新たに納付すべき税額は存在しない

こととなるから、本件各賦課決定処分は、争点（３）（国税通則法６５条４項にいう「正当な

理由」の有無）について判断するまでもなく、同条１項及び２項所定の課税要件を欠く違法

なものであって、取消しを免れない。 

第４ 結論 

以上によれば、原告の請求はいずれも理由があるから、これらを認容することとして、主文

のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第５１部 

裁判長裁判官 清水 知恵子 
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裁判官村松悠史及び裁判官松原平学は、転補のため、署名押印することができない。 

裁判長裁判官 清水 知恵子 
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 （別紙１） 

指定代理人目録 

松本 亮一、山元 智晶、赤羽 洋幸、一石 欽哉、野村 智子、関口 元気 

以上 
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（別紙２－１） 

〇消費税法（平成三一年法律第六号による改正前のもの） 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供（代

物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供

に類する行為として政令で定めるものを含む。）をいう。 

八の二～八の四（略） 

九 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこと

とされるもの以外のものをいう。 

十～（略） 

十一 課税貨物 保税地域から引き取られる外国貨物（関税法第三条（課税物件）に規定する信

書を除く。第四条において同じ。）のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないことと

されるもの以外のものをいう。 

十二 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は

役務の提供（所得税法第二十八条第一項（給与所得）に規定する給与等を対価とする役務の提

供を除く。）を受けること（当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、

又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七

条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の

規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。）をいう。 

十三～二十（略） 

２～４（略） 

（課税の対象） 

第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第

三項において同じ。）及び特定仕入れ（事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以

下この章において同じ。）には、この法律により、消費税を課する。 

２ 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。 

３～７（略） 

（納税義務者） 

第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除

く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。）及び特定課税仕入れ（課税仕入れのうち

特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。）につき、この法律により、消費税を納める義務が

ある。 

２ 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義

務がある。 

（非課税） 

第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さな

い。 



16 

２ 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。 

（課税標準） 

第二十八条 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額（対価と

して収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額

とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課され

るべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第三項において同じ。）

とする。ただし、法人が資産を第四条第五項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、そ

の対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当す

る金額をその対価の額とみなす。 

２～３（略） 

（税率） 

第二十九条 消費税の税率は、百分の六・三とする。 

（仕入れに係る消費税額の控除） 

第三十条 事業者（第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除

く。）が、国内において行う課税仕入れ（特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び

第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。）若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取

る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期

間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額（以下この章において「課税

標準額に対する消費税額」という。）から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係

る消費税額（当該課税仕入れに係る支払対価の額に百八分の六・三を乗じて算出した金額をいう。

以下この章において同じ。）、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税

額（当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。以下

この章において同じ。）及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物（他の法

律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。）につき課さ

れた又は課されるべき消費税額（附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。）の合計額

を控除する。 

一 国内において課税仕入れを行つた場合 当該課税仕入れを行つた日 

二～四（略） 

２ 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又

は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除

する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域か

らの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額（以下この章において「課

税仕入れ等の税額」という。）の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。 

一 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間に

おける前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ

要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等（以下この号において「その他の資産の譲

渡等」という。）にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要

するものにその区分が明らかにされている場合イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方

法 
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イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入

れ等の税額の合計額 

ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、特定課税仕入れ

及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額 

二 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売

上割合を乗じて計算する方法 

３ 前項第一号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する

課税売上割合に準ずる割合（当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業

に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合

には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下この項において同じ。）で次に掲げる要件の全

てに該当するものがあるときは、当該事業者の第二号に規定する承認を受けた日の属する課税期

間以後の課税期間については、前項第一号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる金額は、当該課

税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。ただし、当該割合を用いて計算す

ることをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間につ

いては、この限りでない。 

一 当該割合が当該事業者の営む事業の種類又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費

用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。 

二 当該割合を用いて前項第一号ロに掲げる金額を計算することにつき、その納税地を所轄する

税務署長の承認を受けたものであること。 

４～５（略） 

６ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、

当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提

供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費

税額（これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。第九項第一号において同じ。）に相当

する額がある場合には、当該相当する額を含む。）をいい、第一項に規定する特定課税仕入れに係

る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額（対価として支払い、又は支払うべき一切の金

銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）をいい、同項に規定する保税

地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告

書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間にお

ける課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対

価の額（第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同

じ。）の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額（当該課税期間中

に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上

げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額を控除した

金額をいう。）の合計額を控除した残額（当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当

該課税期間の月数（当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これ

を一月とする。）で除し、これに十二を乗じて計算した金額）をいい、第二項に規定する課税売上

割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等（特定資産の譲渡等

に該当するものを除く。）の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内におい

て行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計

算した割合をいう。 

７～１０（略） 
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（課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告） 

第四十五条 事業者（第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除

く。）は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等（第七

条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。）及

び特定課税仕入れがなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限り

でない。 

一 その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等（第七条第一項、第八条第一項その

他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。）に係る課税標準である金額の

合計額及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の

合計額並びにそれらの合計額（次号において「課税標準額」という。） 

二 課税標準額に対する消費税額 

三～八（略） 

２～５（略） 

別表第一（第六条関係） 

一 土地（土地の上に存する権利を含む。）の譲渡及び貸付け（一時的に使用させる場合その他の

政令で定める場合を除く。） 

二～十二（略） 

十三 住宅（人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。）の貸

付け（当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに

限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。） 
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（別紙２－２） 

〇地方税法（平成二四年法律第六九号三条による改正前のもの） 

（課税標準額、税額等の端数計算） 

第二十条の四の二  

１～２（略） 

３ 地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その

額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその

全額を切り捨てる。 

４～９（略） 

（地方消費税の課税標準額の端数計算の特例） 

第七十二条の八十二 地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費

税額を課税標準額とする。 

（地方消費税の税率） 

第七十二条の八十三 地方消費税の税率は、六十三分の十七とする。 

（譲渡割の確定申告納付） 

第七十二条の八十八 

１（略） 

２ 消費税法第五十二条第一項の規定により消費税の還付を受ける事業者（承継相続人を含む。）は、

同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告

書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府

県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割

額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。 

３（略） 
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（別紙２－３） 

〇国税通則法 

（過少申告加算税） 

第六十五条 期限内申告書（還付請求申告書を含む。第三項において同じ。）が提出された場合（期

限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第七項の規定の適用があるとき

を含む。）において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申

告又は更正に基づき第三十五条第二項（期限後申告等による納付）の規定により納付すべき税額

に百分の十の割合（修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことによ

り当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合）

を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。 

２ 前項の規定に該当する場合（第五項の規定の適用がある場合を除く。）において、前項に規定す

る納付すべき税額（同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正

申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額）がその国

税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項

の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超

える部分に相当する税額（同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満

たないときは、当該納付すべき税額）に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額と

する。 

３（略） 

４ 次の各号に掲げる場合には、第一項又は第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定め

る税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。 

一 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申

告又は更正前の税額（還付金の額に相当する税額を含む。）の計算の基礎とされていなかつたこ

とについて正当な理由があると認められるものがある場合 その正当な理由があると認められ

る事実に基づく税額 

二（略） 

５（略） 

（不服申立ての前置等） 

第百十五条 国税に関する法律に基づく処分（第八十条第二項（行政不服審査法との関係）に規定

する処分を除く。以下この節において同じ。）で不服申立てをすることができるものの取消しを求

める訴えは、異議申立てをすることができる処分（審査請求をすることもできるもの（異議申立

てについての決定を経た後審査請求をすることができるものを含む。）を除く。）にあつては異議

申立てについての決定を、審査請求をすることができる処分にあつては審査請求についての裁決

をそれぞれ経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号の一に該当するとき

は、この限りでない。 

一 異議申立て（国税庁長官に対してされたものに限る。）又は審査請求がされた日の翌日から起

算して三月を経過しても決定又は裁決がないとき。 

二～三（略） 

２（略） 
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（国税の課税標準の端数計算等） 

第百十八条 

１～２（略） 

３ 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があると

き、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

（国税の確定金額の端数計算等） 

第百十九条 国税（自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。）の確定金

額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその

全額を切り捨てる。 

２～４（略） 
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（別紙３） 

当事者の主張の要旨 

１ 争点（１）（本件各課税仕入れの用途区分）について 

（被告の主張の要旨） 

（１）用途区分の判定基準 

ア 消費税は、生産、流通過程を経て事業者から消費者に提供される物品・サービスの流れ

に着目し、製造、卸、小売等の各事業者が行う取引に課税することを目的とするものであ

るところ、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除しないと、生産、流通

の各段階で二重、三重に税が課される結果となる。そこで、消費税法３０条１項は、この

ような税の累積を避けるため、仕入税額控除の制度を設け、事業者が国内で課税仕入れ等

を行った場合の納付すべき消費税額の算定に当たり、当該課税仕入れ等を行った日の属す

る課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内で行った課税仕入

れ等の税額を控除することとしている。 

事業者が行った仕入れが課税仕入れ等に該当するか否かは、仕入れを行った日において

判断されるべきものである。そして、課税仕入れ等に該当すると判断された場合には、当

該課税仕入れ等に係る消費税額は、対応する課税資産の譲渡等が実際に行われたか否かに

かかわらず、仕入れを行った日の属する課税期間において、課税標準額に対する消費税額

から控除されることになる。いわゆる費用収益対応の原則は、仕入税額控除においては採

用されていない。 

イ 控除の対象となる税額を個別対応方式に基づいて計算する場合、課税期間中に国内にお

いて行った課税仕入れ等について、その用途区分を明らかにする必要があるところ、消費

税法３０条２項１号は、かかる用途区分について、「…要したもの」ではなく「…要するも

の」と規定しており、課税仕入れ等が実際にいかなる資産の譲渡等に用いられたかを問題

としていない。 

また、上記アのとおり、課税仕入れ等に該当するか否かは、仕入れを行った日において

判断すべきものであるから、当該課税仕入れ等に係る用途区分についても、これと同様に、

当該課税仕入れ等を行った日を基準に判定すべきである。 

以上を踏まえれば、用途区分の判定に当たっては、当該課税仕入れ等を行った日の状況

に基づき、その取引が事業者において行う将来の多様な取引のうちどのような取引に要す

るものであるのかを客観的に判断すべきものと解するのが相当である。そして、このよう

な判断は、将来の事情を想定して行わざるを得ないものであるから、当該課税仕入れ等を

行った日を基準に、当該事業者における過去の同種の課税仕入れ等の状況や事業内容、あ

るいは当該課税仕入れ等に係る一連の事情等から考察される当該課税仕入れ等の目的・意

図、さらに、客観的にみてその後に予定されているといえる取引の内容といった事情を考

慮して行うのが相当である。 

（２）本件各課税仕入れの用途区分 

本件各課税仕入れは、後記アのとおり、将来の転売（課税資産の譲渡等）に要するもので

あるとともに、後記イのとおり、住宅の貸付け（その他の資産の譲渡等）にも要するもので

あるから、共通対応課税仕入れに区分すべきである。 

ア 本件各課税仕入れが将来の転売（課税資産の譲渡等）に要するものであること 

原告は、収益不動産を購入し、バリューアップを行った上で富裕層の個人投資家に転売

するとのビジネスモデル（本件ビジネスモデル）に基づく事業を行っている。原告は、こ
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のような本件ビジネスモデルの下、本件各マンションを譲り受け、会計処理上これらを棚

卸資産（通常の営業循環過程において販売又は費消される資産）として計上していたので

あるから、原告は、本件各マンションを譲り受けた日（本件各仕入日）の時点において、

本件各マンションを転売することを客観的に予定していたと認めるのが相当である。 

したがって、本件各課税仕入れは、本件各仕入日において、原告が将来行う「課税資産

の譲渡等」に要するものであったというべきである。 

イ 本件各課税仕入れが住宅の貸付け（その他の資産の譲渡等）に要するものであること 

本件各マンションは、いずれもその一部又は全部が住宅として貸し付けられていたとこ

ろ、原告は、本件各マンションを譲り受けるに当たり、賃借権付売買契約により上記の貸

付けに係る賃貸人たる地位を承継しているのであるから、本件各仕入日の時点において、

本件各マンションから賃料を確実に収受することができる状況にあったというべきである。

そして、原告が、本件各仕入日以降の賃料を現に収受していることをも併せ考えれば、原

告は、本件各仕入日の時点において、本件各マンションから生ずる貸料を収受することを

客観的に予定していたと認めるのが相当である。 

このことは、①原告のウェブサイト（甲４）に、「ストック型フィービジネスの収益には

…中古物件を仕入れた後、販売するまでの間に確保できる賃料収入も含まれて」おり、「収

益不動産残高の拡充を進め、賃料収入を増加させることで、安定した収益モデルへの転換

を図って」いるとの記載があることや、②原告の常務取締役ＣＦＯが、その陳述書（甲４

８）において、原告のいう「バリューアップ」には、「適正賃料でのリーシング（物件に賃

借人をできるだけ多く付けて家賃の滞納や空室をできるだけ減らすこと）」が含まれている

旨陳述していること、すなわち、原告が賃料収入を得ることを意図して事業を行っていた

ことからも裏付けられるというべきである。 

以上のとおり、原告は、本件各マンションの譲受けに際し、本件各マンションから生ず

る貸料を収受することを客観的に予定していたと認められるのであるから、本件各課税仕

入れは、本件各仕入日において、原告が将来行う「その他の資産の譲渡等」たる住宅の貸

付けに要するものであったというべきである。 

（原告の主張の要旨） 

（１）用途区分の判断基準 

ア 控除対象仕入税額の計算において個別対応方式を用いる場合には、課税仕入れ等の用途

区分、すなわち、当該課税仕入れ等が①「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」（課税対応

課税仕入れ）、②「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等（その他の資産の譲渡等）にのみ

要するもの」（非課税対応課税仕入れ）及び③「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等

に共通して要するもの」（共通対応課税仕入れ）のいずれに対応するものであるかを明らか

にしなければならない（消費税法３０条２項１号）。 

ここで、上記①及び②に共通して用いられている「にのみ要するもの」という文言を文

理に即して解釈すれば、当該文言は、「その資産の譲渡等を行わないのであればそもそも事

業者はその課税仕入れ等を行わなかった」という条件関係を意味するものと解される。そ

うすると、用途区分の判定については、その対象となる課税仕入れ等が、㋐課税資産の譲

渡等との間でのみ条件関係を満たす場合には課税対応課税仕入れに、㋑その他の資産の譲

渡等との間でのみ条件関係を満たす場合には非課税対応課税仕入れに、㋒その双方と条件

関係を満たす場合には共通対応課税仕入れに、それぞれ区分されるものと解するのが相当

である。 

そして、このような条件関係の判断は、課税の累積の排除という仕入税額控除の趣旨を
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適正に達成するため、現実に行われた個々の課税仕入れ等を前提として、当該課税仕入れ

等がされた日の状況により、様々な事情を考慮して個別具体的かつ客観的に行うべきであ

る。 

イ なお、上記アの判断基準をコストの観点に引き直せば、課税対応課税仕入れとは、課税

資産の譲渡等による売上げをもって課税仕入れ等のコストを回収することができる（コス

トについて条件関係が認められる）課税仕入れ、すなわち、「その対価の額が最終的に課税

資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」を意味するということになる。 

また、事業者の目的（個別具体的かつ客観的に認定されるところの課税仕入れ等の目的）、

という観点に引き直せば、①用途区分の判定は事業者の最終的な目的（課税資産の譲渡等

が達成できないのであればそもそも事業者はその課税仕入れ等を行わなかったといえる

〔すなわち条件関係が認められる〕課税資産の譲渡等）に基づいて判断すべきであり、②

仮に副次的に得る対価があったとしても、その副次的に得る対価はその判断を左右しない

（副次的な対価を得る資産の譲渡等が行われても行われなくても、事業者はいずれにせよ

その課税仕入れ等を行っていたという場合には、その資産の譲渡等との間に条件関係は認

められない）ということができる。 

（２）本件各課税仕入れの用途区分 

本件各課税仕入れは、後記アのとおり、将来の転売（課税資産の譲渡等）との間では条件

関係が満たされる一方、後記イのとおり、住宅の貸付け（その他の資産の譲渡等）との間で

は条件関係が満たされないから、課税対応課税仕入れに区分すべきである。 

ア 本件各課税仕入れと将来の転売（課税資産の譲渡等）との間に条件関係が認められるこ

と 

原告は、収益不動産を購入し、バリューアップを行った上で富裕層の個人投資家に転売

するとのビジネスモデル（本件ビジネスモデル）に基づく事業を行っており、本件各マン

ションについても、本件ビジネスモデルの一環として将来の転売を前提に譲り受けたもの

である。そうすると、原告は、個人投資家への転売たる課税資産の譲渡等を行わないので

あれば、そもそも本件各課税仕入れを行わなかったということができるから、本件各課税

仕入れと将来の転売（課税資産の譲渡等）との間には条件関係が認められる。 

イ 本件各課税仕入れと住宅の貸付け（その他の資産の譲渡等）との間に条件関係が認めら

れないこと 

本件各マンションは、いずれもその一部又は全部が住宅として貸し付けられていたもの

であり、本件各仕入日において、原告が、将来、上記貸付けを継続するとともに、空室に

関してもバリューアップの一環としてのリーシングを行い、これらに係る賃料を得ていく

であろうことが客観的に想定されていた。 

しかし、本件ビジネスモデルにおいて、原告が仕入れた収益不動産を保有期間中に貸し

付けることは、当該収益不動産のバリューアップという将来の転売のための前提ないしは

手段にすぎないのであるから、かかる側面を条件関係の判断において考慮することは相当

でない（かかる側面はむしろ転売との条件関係の判断において考慮すべきである。）。そし

て、本件ビジネスモデルに基づけば、原告は、バリューアップという観点を離れて賃料収

入を得るためだけに住宅の貸付けを行うことはないのであるから、原告について、住宅の

貸付けたるその他の資産の譲渡等を行わないのであれば、そもそも本件各課税仕入れを行

わなかったということはできず、したがって、本件各課税仕入れと住宅の貸付け（その他

の資産の譲渡等）との間には条件関係が認められない。 

２ 争点（２）（平等取扱原則違反の有無）について 
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（原告の主張の要旨） 

（１）平等原則について規定する憲法１４条１項は、法の執行段階における取扱いの平等をも要

請していると解されるから（平等取扱原則）、同一の状況にある納税者のうち、一方に対して

は課税処分を行いながら、他方に対して課税処分を行わないことは、かかる平等取扱原則に

反し許されない。そうすると、税務当局の対応が一貫性を欠く状況下において、特定の納税

者を他の納税者よりも不利益に取り扱う課税処分が行われた場合には、当該課税処分は、平

等取扱原則に反して違法となるというべきである。 

（２）税務当局の現在の対応が一貫性を欠いていること 

本件訴訟では、転売用マンションに係る課税仕入れの用途区分が問題となるところ、この

点に関する税務当局の現在の対応は、およそ一貫性を欠いている。すなわち、転売用マンシ

ョンに係る課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分して消費税等の申告をした納税者の中に

は、①原告と同様に当該用途区分を一律に否認された者がいる一方、②転売までの期間の長

短等で否認の範囲が限定された者や、③原告とは逆に当該用途区分を一律に是認された者も

存在する（このことは、東京国税局や財務省〔旧大蔵省〕主税局での勤務経験を有する乙税

理士の陳述書〔甲６〕や、原告訴訟代理人らが行ったアンケート調査の結果〔甲２８〕等か

ら明らかである。）。 

そうすると、原告に対してされた本件各更正処分は、税務当局の対応が一貫性を欠く状況

下において、原告を他の納税者よりも不利益に取り扱う課税処分というべきであるから、平

等取扱原則に反して違法である。 

（３）税務当局の対応が過去と比較して一貫性を欠いていること 

税務当局は、転売用マンションに係る課税仕入れの用途区分について、従前は課税対応課

税仕入れに区分するとの取扱いをしていたが（後記ア）、平成１７年に突然これを変更し、共

通対応課税仕入れに区分するとの取扱いをするようになった（後記イ）。そうすると、原告に

対してされた本件各更正処分は、税務当局の対応が過去と比較して一貫性を欠く状況下にお

いて、原告を他の納税者よりも不利益に取り扱う課税処分というべきであるから、平等取扱

原則に反して違法である。 

ア 税務当局が転売用マンションに係る課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分する取扱い

をしていたこと 

国税庁は、「買い取った分譲用マンションを分譲が完了するまで一時期賃貸した」との事

例における用途区分について、平成６年１１月に実施した「全国国税局消費税課長・統括

国税調査官会議」における意見聴取を経た上で、平成７年２月１６日付けで、全国の国税

局及び税務署に対し、課税対応課税仕入れに区分して差支えない旨通知している（甲１８、

１９。以下「平成７年分譲マンション事例」という。）。 

また、東京国税局は、平成９年、「賃借人が居住しているマンションを転売目的でそのま

まの状態で購入した」との事例における用途区分について、照会元の下級行政機関に対し、

「本件の場合は…マンションを転売目的で取得したことが明らかである」から課税対応課

税仕入れ等に区分される旨回答している（甲２１。以下「平成９年賃貸マンション事例」

といい、平成７年分譲マンション事例と併せて「本件過去事例」という。）。 

このような本件過去事例に照らせば、税務当局が、転売用マンションに係る課税仕入れ

を課税対応課税仕入れ等に区分する取扱いをしていたことは明らかである。 

イ 税務当局が平成１７年を境に取扱いを変更したこと 

上記アのとおり、税務当局は、元々、転売用マンションに係る課税仕入れを課税対応課

税仕入れに区分する取扱いをしていた。 
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しかし、平成１７年１１月５日、国税庁職員が執筆する「こんなときどうする 消費税

Ｑ＆Ａ」と題する加除式の文献に「現住建造物を転売目的で購入した場合の仕入税額控

除」と題する設例（事実関係は平成９年賃貸マンション事例と同様である。）が追加され、

同設例における課税仕入れは「建物の転売という課税売上と住宅の家賃という非課税売上

げのための課税仕入れ」であるから共通対応課税仕入れに区分されるとの見解（従前と正

反対の見解）が突如として示されることとなった（甲３１、乙１２）。 

また、上記の設例が追加された僅か５日後（平成１７年１１月１０日）には、国税不服

審判所においても、転売用マンションに係る課税仕入れは共通対応課税仕入れに区分する

のが相当であるとの初判断が示され（乙１１の１）、その後も同種の裁決が引き続くように

なった。 

このような経緯に照らせば、税務当局が平成１７年を境に転売用マンションに係る課税

仕入れの用途区分を、課税対応課税仕入れから共通対応課税仕入れへと変更したことは明

らかである。 

（被告の主張の要旨） 

（１）ア 憲法１４条１項の下、各種の租税法律関係において、国民は平等に取り扱われなけれ

ばならならず（租税平等主義）、具体的には、同様の状況にあるものは同様に、異なる状

況にあるものは状況に応じて異なって取り扱われる必要がある（平等取扱原則）。もっと

も、租税法の執行段階においては、租税法律主義（憲法８４条）の要請が働き、課税要

件が充足されている限り、租税を減免する余地はないのであるから、課税要件の充足す

る課税処分については、その余の事情にかかわらず、平等取扱原則違反の問題は生じな

いというべきである。 

イ これを本件についてみるに、前記１（被告の主張の要旨）及び別紙４（課税の根拠及

び計算）のとおり、本件各更正処分は、消費税法所定の課税要件を充足するものである

から、同処分が平等取扱原則に反して違法となる余地はないというべきである。 

（２）ア なお、税務当局（ないし被告）は、転売用マンションに係る課税仕入れの用途区分が

争点となった他の審査請求や訴訟において、当該課税仕入れは共通対応課税仕入れに区

分される旨一貫して主張してきており（甲１０、乙１１の１～３）、つまりは、平等取扱

原則に従って「同様の状況にあるものは同様に取り扱っている」のだから、上記（１）

イの点を措いたとしても、本件各更生処分が平等取扱原則に反するものでないことは明

らかである。 

イ この点、原告は、本件過去事例の存在を根拠に、税務当局は、従前、転売用マンショ

ンに係る課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分する取扱いをしていたが、平成１７年

を境にその取扱いを変更したと主張する。 

しかし、上記主張の根拠として原告が摘示する証拠（甲１８、１９、２１）は、いず

れも被告においてその存否を確認することができないものである。この点を措いたとし

ても、平成７年分譲マンション事例は、課税仕入れを行った日において当該マンション

がいまだ貸し付けられていなかったという点で、本件とは事案を異にするものであるし、

平成９年賃貸マンション事例については、過去の誤った一事例であるにすぎない。 

したがって、本件過去事例の存在を根拠に、税務当局が、過去に転売用マンションに

係る課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分する取扱いをしていたとか、平成１７年を

境にその取扱いを変更したなどということはできない。 

３ 争点（３）（国税通則法６５条４項にいう「正当な理由」の有無）について 

（原告の主張の要旨） 
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国税通則法６５条４項の「正当な理由」が認められる場合とは、真に納税者の責めに帰する

ことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申

告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解される（最高裁平成●●年

（○○）第●●号同１８年４月２０日第一小法廷判決・民集６０巻４号１６１１頁等参照）。 

これを本件についてみると、前記２（原告の主張）（３）記載のとおり、税務当局は、転売用

マンションに係る課税仕入れの用途区分という租税法規の解釈上微妙な点を含む問題について、

平成１７年を境に課税上の取扱いを変更しているが、変更後の取扱いを国民の間に定着させる

ための措置は何ら講じていない。このような事情に鑑みれば、原告が従前の取扱いに従って本

件各課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分したことについて、その責めに帰することのでき

ない客観的な事情があることは明らかであって、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお、原

告に過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になるというべきである。 

そうすると、仮に本件各更正処分が適法であるとしても、納付すべき税額の計算の基礎とな

った事実が本件各確定申告時における計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則

法６５条４項にいう「正当な理由」があると認められるから、本件各賦課決定処分はその根拠

を欠き違法である。 

（被告の主張の要旨） 

原告は、税務当局が、転売用マンションに係る課税仕入れの用途区分について、平成１７年

を境に課税上の取扱いを変更したことを前提に、国税通則法６５条４項にいう「正当な理由」

があると主張しているが、前記２（被告の主張の要旨）のとおり、このような事実は認められ

ないのであるから、原告の主張はその前提を欠き失当である。 

以上 
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（別紙４） 

被告の主張する課税の根拠及び計算 

１ 本件各更正処分の根拠及び適法性 

（１）本件各更正処分の根拠 

被告が主張する原告の本件各課税期間に係る消費税等の各課税標準額及び納付すべき消費

税等の額は、それぞれ次に述べるとおりである。 

ア 平成２７年３月期に係る更正処分の根拠 

（ア）課税標準額（別表２－１①Ｃ欄） ３５億４８６８万４０００円 

上記金額は、原告の平成２７年３月期の消費税等の確定申告書（以下「平成２７年３

月期申告書」といい、他の本件各課税期間の消費税等の確定申告書についても同様に表

記する。）に記載された金額と同額である。 

（イ）課税標準額に対する消費税額（別表２－１②Ｃ欄） ２億１９５３万７８８３円 

上記金額は、次のａの金額とｂの金額との合計額であり、平成２７年３月期申告書に

記載された金額と同額である。 

ａ 課税標準額に対する消費税額・税率４％適用分（別表２－１②Ａ欄） 

７００万７３２０円 

上記金額は、消費税法２９条の規定に基づき、前記（ア）の金額のうち、平成２４

年法律第６８号５条の経過措置の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る課税標準額１

億７５１８万３０００円（別表２－１①Ａ欄）に税率１００分の４を乗じて算出した

金額であり、平成２７年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

ｂ 課税標準額に対する消費税額・税率６．３％適用分（別表２－１②Ｂ欄） 

２億１２５３万０５６３円 

上記金額は、消費税法２９条の規定に基づき、前記（ア）の金額のうち、前記ａの

金額を除いた課税資産の譲渡等に係る課税標準額３３億７３５０万１０００円（別表

２－１①Ｂ欄）に税率１００分の６．３を乗じて算出した金額であり、平成２７年３

月期申告書に記載された金額と同額である。 

（ウ）控除対象仕入税額（別表２－１④Ｃ欄・別表３－１⑯Ｃ欄）１億５９９２万４３８８円 

上記金額は、次のａの金額とｂの金額との合計額である。なお、本件各課税期間に係

る控除対象仕入税額の計算に当たっては、本件各課税売上割合がいずれも１００分の９

５に満たないことから、原告が本件各課税期間を通じて選択した個別対応方式により計

算する。 

ａ 控除対象仕入税額・税率４％適用分（別表２－１④Ａ欄・別表３－１⑮Ａ欄） 

９８万３８２７円 

上記金額は、次の（ａ）の金額に、（ｂ）の金額にｃの割合を乗じて計算した金額を

加算した金額であり、平成２４年法律第６８号５条７項の経過措置の適用を受ける消

費税法３０条１項所定の仕入れに係る消費税額の控除に関する金額である。 

（ａ）課税対応課税仕入れの税額（別表３－１⑧Ａ欄） △５万６５３９円 

上記金額は平成２７年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（ｂ）共通対応課税仕入れの税額（別表３－１⑪Ａ欄） ２８６万６７５５円 

上記金額は平成２７年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

ｂ 控除対象仕入税額・税率６．３％適用分（別表２－１④Ｂ欄・別表３－１⑯Ｂ欄） 

１億５８９４万０５６１円 
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上記金額は、次の（ａ）の金額に、（ｂ）の金額にｃの割合を乗じて計算した金額を

加算した金額であり、消費税法３０条１項所定の仕入れ（前記ａに含まれるものを除

く。）に係る消費税額の控除に関する金額である。 

（ａ）課税対応課税仕入れの税額（別表３－１⑧Ｂ欄） ７８０１万１６９７円 

上記金額は、次のⅰの金額からⅱの金額を減算した金額である。 

ⅰ 申告による課税対応課税仕入れの税額（別表３－１⑨Ｂ欄） 

２億０９９５万３８２７円 

上記金額は、平成２７年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

ⅱ 前記ⅰの課税対応課税仕入れの税額から減算すべき金額（別表３－１⑩Ｂ欄） 

１億３１９４万２１３０円 

上記金額は、前記ⅰの金額に含まれた本件各課税仕入れに係る消費税額（平成

２７年３月期の本件各マンションの取得価額の合計額２０億９４３１万９５４４

円と、これに係る消費税等の額の合計額１億６７５４万５５５４円との合計額２

２億６１８６万５０９８円に１０８分の６．３を乗じて算出した金額。）であり、

本件各課税仕入れが、課税対応課税仕入れには区分されず、共通対応課税仕入れ

に区分されることから、課税対応課税仕入れの税額に含まれないものである。 

（ｂ）共通対応課税仕入れの税額（別表３－１⑪Ｂ欄） ２億２３００万１３７３円 

上記金額は、次のⅰの算出根拠となった共通対応課税仕入れに係る支払対価の額

（税込み）１０億９８３１万４７５８円、前記（ａ）ⅱの本件各課税仕入れに係る

支払対価の額（税込み）２２億６１８６万５０９８円及び「Ｅ」の課税仕入れに係

る支払対価の額（税込み）４億６２７０万０８３２円との合計額３８億２２８８万

０６８８円に１０８分の６．３を乗じた金額である。 

なお、上記２２億６１８６万５０９８円は、前記（ａ）ⅱの税込金額であり、本

件各課税仕入れが共通対応課税仕入れに区分されることから、共通対応課税仕入れ

の税額の算出根拠となる金額に含まれるべきものである。 

また、上記「Ｅ」の課税仕入れについて、原告は、平成２７年３月期申告書にお

いて非課税対応課税仕入れに区分し、仕入税額控除の対象としていないが、その課

税仕入れの日において、当該課税仕入れにより、将来、「Ｅ」の建物を住宅として貸

し付けることによる賃貸収入（非課税資産の譲渡等）及び当該建物の居住者に駐車

場を賃貸することによる収入（課税資産の譲渡等）が生じることが予定されており、

当該課税仕入れが共通対応課税仕入れに区分されることから、共通対応課税仕入れ

の税額の算出根拠となる金額に含まれるべきものである。 

ⅰ 申告による共通対応課税仕入れの税額（別表３－１⑫Ｂ欄） 

 ６４０６万８３６０円 

上記金額は平成２７年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

ⅱ 共通対応課税仕入れの税額に加算すべき金額（別表３－１⑬Ｂ欄） 

１億５８９３万３０１３円 

上記金額は前記（ｂ）の金額から前記ⅰの金額を控除した金額である。 

ｃ 課税売上割合（別表３－１⑤Ｃ欄） ３６．２９０７４７２２２（以下略）％ 

上記割合は、次の（ａ）の金額のうちに（ｂ）の金額の占める割合である。 

（ａ）資産の譲渡等の対価の額の合計額（別表３－１④Ｃ欄） 

９８億９７５３万３０９０円 

上記金額は平成２７年３月期申告書に記載された金額と同額である。 
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（ｂ）課税資産の譲渡等の対価の額の合計額（別表３－１①Ｃ欄） 

３５億９１８８万８７１５円 

上記金額は平成２７年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（エ）差引税額（別表２－１⑩Ｃ欄） ５９６１万３４００円 

上記金額は、次のａの金額とｂの金額との合計額（ただし、国税通則法１１９条１項

の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。後記イ（エ）及びウ

（エ）において同じ。）である。 

ａ 差引税額・税率４％適用分（別表２－１⑨Ａ欄） ６０２万３４９３円 

上記金額は前記（イ）ａの金額から前記（ウ）ａの金額を控除した金額である。 

ｂ 差引税額・税率６．３％適用分（別表２－１⑨Ｂ欄） ５３５９万０００２円 

上記金額は前記（イ）ｂの金額から前記（ウ）ｂの金額を控除した金額である。 

（オ）既に還付の確定した本税額（別表２－１⑪Ｃ欄） １４６５万０６５７円 

上記金額は、平成２７年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（カ）差引納付すべき消費税額（別表２－１⑫Ｃ欄） ７４２６万４０００円 

上記金額は、前記（エ）の金額と前記（オ）の金額との合計額（ただし、国税通則法

１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。後記イ

（カ）及びウ（カ）において同じ。）である。 

（キ）合計差引地方消費税の課税標準額（別表２－１⑮Ｃ欄） ５９６１万３４００円 

上記金額は、次のａの金額とｂの金額との合計額（ただし、国税通則法１１９条１項

の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。後記イ（キ）及びウ

（キ）において同じ。）であり、地方税法７２条の８２の規定に基づく地方消費税の課税

標準額である。 

ａ 地方消費税の課税標準額・税率４％適用分（別表２－１⑭Ａ欄）６０２万３４９３円 

上記金額は、前記（エ）ａの金額と同額である。 

ｂ 地方消費税の課税標準額・税率６．３％適用分（別表２－１⑭Ｂ欄） 

５３５９万０００２円 

上記金額は、前記（エ）ｂの金額と同額である。 

（ク）納付すべき譲渡割額（別表２－１⑱Ｃ欄） １５９６万６６００円 

上記金額は、次のａの金額とｂの金額との合計額（ただし、地方税法２０条の４の２

第３項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。後記イ（ク）及

びウ（ク）において同じ。）である。 

ａ 納付すべき譲渡割額・税率４％適用分（別表２－１⑰Ａ欄） １５０万５８７３円 

上記金額は、地方税法７２条の８３（平成２４年法律第６９号１条による改正前の

もの。）の規定に基づき、前記（キ）ａの金額に税率１００分の２５を乗じて算出した

金額である。 

ｂ 納付すべき譲渡割額・税率６．３％適用分（別表２－１⑰Ｂ欄） 

１４４６万０７９４円 

上記金額は、地方税法７２条の８３の規定に基づき、前記（キ）ｂの金額に税率６

３分の１７を乗じて算出した金額である。 

（ケ）既に還付の確定した譲渡割額（別表２－１⑲Ｃ欄） ４０７万２８６５円 

上記金額は平成２７年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（コ）差引納付すべき譲渡割額（別表２－１⑳Ｃ欄） ２００３万９４００円 

上記金額は、前記（ク）の金額と前記（ケ）の金額との合計額（ただし、地方税法２
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０条の４の２第３項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。後

記イ（コ）及びウ（コ）において同じ。）である。 

（サ）納付すべき消費税等の額（別表２－１㉑Ｃ欄） ９４３０万３４００円 

上記金額は、前記（カ）の金額と前記（コ）の金額との合計額であり、原告が平成２

７年３月期に係る更正処分により新たに納付すべき消費税等の額である。 

イ 平成２８年３月期に係る更正処分の根拠 

（ア）課税標準額（別表２－２①Ｃ欄） ４７億２４４０万２０００円 

上記金額は平成２８年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（イ）課税標準額に対する消費税額（別表２－２②Ｃ欄） ２億９７６３万７３２６円 

上記金額は、次のａの金額とｂの金額との合計額であり、平成２８年３月期申告書に

記載された金額と同額である。 

ａ 課税標準額に対する消費税額・税率４％適用分（別表２－２②Ａ欄） ０円 

上記金額は、平成２４年法律第６８号５条の経過措置の適用を受ける課税資産の譲

渡等について、消費税法２９条の規定に基づき算出される金額であるが、前記（ア）

の金額に、当該課税資産の譲渡等に係る金額が含まれていないため生じないものであ

り、平成２８年３月期申告書にはその金額が記載されていない。 

ｂ 課税標準額に対する消費税額・税率６．３％適用分（別表２－２②Ｂ欄） 

２億９７６３万７３２６円 

上記金額は、消費税法２９条の規定に基づき、前記（ア）の金額に税率１００分の

６．３を乗じて算出した金額であり、平成２８年３月期申告書に記載された金額と同

額である。 

（ウ）控除対象仕入税額（別表２－２④Ｃ欄・別表３－２⑲Ｃ欄）１億８２５５万５８１５円 

上記金額は、次のａの金額とｂの金額との合計額である。 

ａ 控除対象仕入税額・税率４％適用分（別表２－２④Ａ欄・別表３－２⑱Ａ欄） 

５７８３円 

上記金額は、次の（ａ）の金額に、（ｂ）の金額にｃの割合を乗じて計算した金額を

加算した金額であり、平成２４年法律第６８号５条７項の経過措置の適用を受ける課

税仕入れについての消費税法３０条１項所定の仕入れに係る消費税額の控除に関する

金額である。 

（ａ）課税対応課税仕入れの税額（別表３－２⑪Ａ欄） １４４０円 

上記金額は平成２８年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（ｂ）共通対応課税仕入れの税額（別表３－２⑭Ａ欄） １万２８４７円 

上記金額は平成２８年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

ｂ 控除対象仕入税額・税率６．３％適用分（別表２－２④Ｂ欄・別表３－２⑲Ｂ欄） 

１億８２５５万００３２円 

上記金額は、次の（ａ）の金額に、（ｂ）の金額にｃの割合を乗じて計算した金額を

加算した金額であり、消費税法３０条１項所定の仕入れ（前記ａに含まれるものを除

く。）に係る消費税額の控除に関する金額である。 

（ａ）課税対応課税仕入れの税額（別表３－２⑪Ｂ欄） ９６３９万９６３９円 

上記金額は、次のⅰの算出根拠となった課税対応課税仕入れに係る支払対価の額

（税込み）４８億１１８２万３８９０円から本件各課税仕入れに係る支払対価の額

（税込み）３１億５９２９万１１２４円を控除した１６億５２５３万２７６６円に

１０８分の６．３を乗じた金額及び次のⅰの算出根拠となった課税資産の譲渡等に
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のみ要する特定課税仕入れに係る支払対価の額３万００８９円に１００分の６．３

を乗じた金額の合計額である。上記３１億５９２９万１１２４円は、平成２８年３

月期の本件各マンションの取得価額の合計額２９億２５２６万９５６２円と、これ

に係る消費税等の額の合計額２億３４０２万１５６２円との合計額であり、本件各

課税仕入れが、課税対応課税仕入れには区分されず、共通対応課税仕入れに区分さ

れることから、課税対応課税仕入れの税額の算出根拠となる金額に含まれないもの

である。 

ⅰ 申告による課税対応課税仕入れの税額（別表３－２⑫Ｂ欄） 

２億８０６９万１６２１円 

上記金額は平成２８年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

ⅱ 前記ⅰの課税対応課税仕入れの税額から減算すべき金額（別表３－２⑬Ｂ欄） 

１億８４２９万１９８２円 

上記金額は、前記（ａ）の金額から前記ⅰの金額を控除した金額である。 

（ｂ）共通対応課税仕入れの税額（別表３－２⑭Ｂ欄） ２億５４７８万３１１５円 

上記金額は、次のⅰの算出根拠となった共通対応課税仕入れに係る支払対価の額

（税込み）１２億０７４０万２７８３円と前記（ａ）の本件各課税仕入れに係る支

払対価の額（税込み）３１億５９２９万１１２４円との合計額４３億６６６９万３

９０７円に１０８分の６．３を乗じた金額及び次のⅰの算出根拠となった課税資産

の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する特定課税仕入れの金額９４万１３

４３円に１００分の６．３を乗じた金額の合計額である。上記３１億５９２９万１

１２４円は、前記（ａ）の本件各課税仕入れの税込金額であり、本件各課税仕入れ

が、共通対応課税仕入れに区分されることから、共通対応課税仕入れの税額の算出

根拠となる金額に含まれるべきものである。 

ⅰ 申告による共通対応課税仕入れの税額（別表３－２⑮Ｂ欄） 

 ７０４９万１１３３円 

上記金額は平成２８年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

ⅱ 共通対応課税仕入れの税額に加算すべき金額（別表３－２⑯Ｂ欄） 

１億８４２９万１９８２円 

上記金額は、前記（ｂ）の金額から前記ⅰの金額を控除した金額である。 

ｃ 課税売上割合（別表３－２⑤Ｃ欄） ３３．８１３２２７１８０（以下略）％ 

上記割合は、次の（ａ）の金額のうちに（ｂ）の金額の占める割合である。 

（ａ）資産の譲渡等の対価の額の合計額（別表３－２④Ｃ欄） 

１４２億０６１０万５０３５円 

上記金額は平成２８年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（ｂ）課税資産の譲渡等の対価の額の合計額（別表３－２①Ｃ欄） 

４８億０３５４万２５６９円 

上記金額は平成２８年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（エ）差引税額（別表２－２⑩Ｃ欄） １億１５０８万１５００円 

上記金額は、次のｂの金額からａの金額を控除した金額である。 

ａ 控除不足還付税額・税率４％適用分（別表２－２⑧Ａ欄） ５７８３円 

上記金額は、前記（ウ）ａの金額から前記（イ）ａの金額を控除した金額である。 

ｂ 差引税額・税率６．３％適用分（別表２－２⑨Ｂ欄） １億１５０８万７２９４円 

上記金額は、前記（イ）ｂの金額から前記（ウ）ｂの金額を控除した金額である。 
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（オ）既に還付の確定した本税額（別表２－２⑪Ｃ欄） ６８９万５４０４円 

上記金額は平成２８年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（カ）差引納付すべき消費税額（別表２－２⑫Ｃ欄） １億２１９７万６９００円 

上記金額は、前記（エ）の金額と前記（オ）の金額との合計額である。 

（キ）合計差引地方消費税の課税標準額（別表２－２⑮Ｃ欄） １憶１５０８万１５００円 

上記金額は、次のｂの金額からａの金額を控除した金額であり、地方税法７２条の８

２の規定に基づく地方消費税の課税標準額である。 

ａ 譲渡割額の還付額の基礎となる消費税額・税率４％適用分（別表２－２⑬Ａ欄） 

５７８３円 

上記金額は、前記（エ）ａの金額と同額である。 

ｂ 地方消費税の課税標準額・税率６．３％適用分（別表２－２⑭Ｂ欄） 

１億１５０８万７２９４円 

上記金額は、前記（エ）ｂの金額と同額である。 

（ク）納付すべき譲渡割額（別表２－２⑱Ｃ欄） ３１０５万３８００円 

上記金額は、次のｂの金額からａの金額を控除した金額である。 

ａ 還付すべき譲渡割額・税率４％適用分（別表２－２⑯Ａ欄） １４４５円 

上記金額は、地方税法７２条の８８第２項（平成２４年法律第６９号１条による改

正前のもの。後記ウ（ク）ａにおいて同じ）の規定に基づき、前記（キ）ａの金額に

税率１００分の２５を乗じて算出した金額である。 

ｂ 納付すべき譲渡割額・税率６．３％適用分（別表２－２⑰Ｂ欄） 

３１０５万５３０１円 

上記金額は、地方税法７２条の８３の規定に基づき、前記（キ）ｂの金額に税率６

３分の１７を乗じて算出した金額である。 

（ケ）既に還付の確定した譲渡割額（別表２－２⑲Ｃ欄） １８６万０５４９円 

上記金額は、平成２８年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（コ）差引納付すべき譲渡割額（別表２－２⑳Ｃ欄） ３２９１万４３００円 

上記金額は、前記（ク）の金額と前記（ケ）の金額との合計額である。 

（サ）納付すべき消費税等の額（別表２－２㉑Ｃ欄） １億５４８９万１２００円 

上記金額は、前記（カ）の金額と前記（コ）の金額との合計額であり、原告が平成２

８年３月期に係る更正処分により新たに納付すべき消費税等の額である。 

ウ 平成２９年３月期に係る更正処分の根拠 

（ア）課税標準額（別表２－３①Ｃ欄） ５５億９４３７万４０００円 

上記金額は平成２９年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（イ）課税標準額に対する消費税額（別表２－３②Ｃ欄） ３億５２４４万５５６２円 

上記金額は、次のａの金額とｂの金額との合計額であり、平成２９年３月課税期間確

定申告書の②「消費税額」欄（乙１の３・１頁）に記載された金額と同額である。 

ａ 課税標準額に対する消費税額・税率４％適用分（別表２－３②Ａ欄） ０円 

上記金額は、平成２４年法律第６８号５条の経過措置の適用を受ける課税資産の譲

渡等について、消費税法２９条の規定に基づき算出される金額であるが、前記（ア）

の金額に、当該課税資産の譲渡等に係る金額が含まれていないため生じないものであ

り、平成２９年３月期申告書にはその金額が記載されていない。 

ｂ 課税標準額に対する消費税額・税率６．３％適用分（別表２－３②Ｂ欄） 

３億５２４４万５５６２円 
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上記金額は、消費税法２９条の規定に基づき、前記（ア）の金額に税率１００分の

６．３を乗じて算出した金額であり、平成２９年３月期申告書に記載された金額と同

額である。 

（ウ）控除対象仕入税額（別表２－３④Ｃ欄・別表３－３⑲Ｃ欄）３億０８６６万０４８７円 

上記金額は、次のａの金額とｂの金額との合計額である。 

ａ 控除対象仕入税額・税率４％適用分（別表２－３④Ａ欄・別表３－３⑱Ａ欄） 

４９８７円 

上記金額は、次の（ａ）の金額に、（ｂ）の金額にｃの割合を乗じて計算した金額を

加算した金額であり、平成２４年法律第６８号５条７項の経過措置の適用を受ける課

税仕入れについての消費税法３０条１項所定の仕入れに係る消費税額の控除に関する

金額である。 

（ａ）課税対応課税仕入れの税額（別表３－３⑪Ａ欄） １８０円 

上記金額は平成２９年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（ｂ）共通対応課税仕入れの税額（別表３－３⑭Ａ欄） １万４０９７円 

上記金額は平成２９年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

ｂ 控除対象仕入税額・税率６．３％適用分（別表２－３④Ｂ欄・別表３－３⑲Ｂ欄） 

３億０８６５万５５００円 

上記金額は、次の（ａ）の金額に、（ｂ）の金額にｃの割合を乗じて計算した金額を

加算した金額であり、消費税法３０条１項所定の仕入れ（前記ａに含まれるものを除

く。）に係る消費税額の控除に関する金額である。 

（ａ）課税対応課税仕入れの税額（別表３－３⑪Ｂ欄） １億８９７８万１８９２円 

上記金額は、次のⅰの算出根拠となった課税対応課税仕入れに係る支払対価の額

（税込み）７７億２００２万００９１円から本件各課税仕入れに係る支払対価の額

（税込み）４４億６６９２万１３８１円を控除した３２億５３０９万８７１０円に

１０８分の６．３を乗じた金額及び次のⅰの算出根拠となった課税資産の譲渡等に

要する特定課税仕入れに係る支払対価の額２８万２５６３円に１００分の６．３を

乗じた金額の合計額である。上記４４億６６９２万１３８１円は、平成２９年３月

期の本件各マンションの取得価額の合計額４１億３６０３万８３２０円とこれに係

る消費税等の額の合計額３億３０８８万３０６１円との合計額であり、本件各課税

仕入れが、課税対応課税仕入れには区分されず、共通対応課税仕入れに区分される

ことから、課税対応課税仕入れの税額の算出根拠となる金額に含まれないものであ

る。 

ⅰ 申告による課税対応課税仕入れの税額（別表３－３⑫Ｂ欄） 

４億５０３５万２３０６円 

上記金額は平成２９年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

ⅱ 前記ⅰの課税対応課税仕入れの税額から減算すべき金額（別表３－３⑬Ｂ欄） 

２億６０５７万０４１４円 

上記金額は、前記（ａ）の金額から前記ⅰの金額を控除した金額である。 

（ｂ）共通対応課税仕入れの税額（別表３－３⑭Ｂ欄） ３億４８５３万８８２５円 

上記金額は、次のⅰの算出根拠となった共通対応課税仕入れに係る支払対価の額

（税込み）１５億０７２２万５２４１円と前記（ａ）の本件各課税仕入れに係る支

払対価の額（税込み）４４億６６９２万１３８１円との合計額５９億７４１４万６

６２２円に１０８分の６．３を乗じた金額及び次のⅰの算出根拠となった課税資産



35 

の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する特定課税仕入れに係る支払対価の

額７４万５０７５円に１００分の６．３を乗じた金額の合計額である。上記４４億

６６９２万１３８１円は、前記（ａ）の本件各課税仕入れの税込金額であり、本件

各課税仕入れが、共通対応課税仕入れに区分されることから、共通対応課税仕入れ

の税額の算出根拠となる金額に含まれるべきものである。 

ⅰ 申告による共通対応課税仕入れの税額（別表３－３⑮Ｂ欄） 

８７９６万８４１１円 

上記金額は平成２９年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

ⅱ 共通対応課税仕入れの税額に加算すべき金額（別表３－３⑯Ｂ欄） 

２億６０５７万０４１４円 

上記金額は、前記（ｂ）の金額から前記ⅰの金額を控除した金額である。 

ｃ 課税売上割合（別表３－３⑤Ｃ欄） ３４．１０６２７４６５９（以下略）％ 

上記割合は、次の（ａ）の金額のうちに（ｂ）の金額の占める割合である。 

（ａ）資産の譲渡等の対価の額の合計額（別表３－３④Ｃ欄） 

１６６億７０９２万５０３０円 

上記金額は平成２９年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（ｂ）課税資産の譲渡等の対価の額の合計額（別表３－３①Ｃ欄） 

５６億８５８３万１４７９円 

上記金額は平成２９年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（エ）差引税額（別表２－３⑩Ｃ欄） ４３７８万５０００円 

上記金額は、次のｂの金額からａの金額を控除した金額である。 

ａ 控除不足還付税額・税率４％適用分（別表２－３⑧Ａ欄） ４９８７円 

上記金額は前記（ウ）ａの金額から前記（イ）ａの金額を控除した金額である。 

ｂ 差引税額・税率６．３％適用分（別表２－３⑨Ｂ欄） ４３７９万００６２円 

上記金額は前記（イ）ｂの金額から前記（ウ）ｂの金額を控除した金額である。 

（オ）既に還付の確定した本税額（別表２－３⑪Ｃ欄） １億２７９１万４４７８円 

上記金額は平成２９年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（カ）差引納付すべき消費税額（別表２－３⑫Ｃ欄） １億７１６９万９４００円 

上記金額は、前記（エ）の金額と前記（オ）の金額との合計額である。 

（キ）合計差引地方消費税の課税標準額（別表２－３⑮Ｃ欄） ４３７８万５０００円 

上記金額は、次のｂの金額からａの金額を控除した金額であり、地方税法７２条の８

２の規定に基づく地方消費税の課税標準額である。 

ａ 譲渡割額の還付額の基礎となる消費税額・税率４％適用分（別表２－３⑬Ａ欄） 

４９８７円 

上記金額は、前記（エ）ａの金額と同額である。 

ｂ 地方消費税の課税標準額・税率６．３％適用分（別表２－３⑭Ｂ欄） 

４３７９万００６２円 

上記金額は、前記（エ）ｂの金額と同額である。 

（ク）納付すべき譲渡割額（別表２－３⑱Ｃ欄） １１８１万５１００円 

上記金額は、次のｂの金額から次のａの金額を控除した金額である。 

ａ 還付すべき譲渡割額・税率４％適用分（別表２－３⑯Ａ欄） １２４６円 

上記金額は、地方税法７２条の８８第２項の規定に基づき、前記（キ）ａの金額に

税率１００分の２５を乗じて算出した金額である。 
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ｂ 納付すべき譲渡割額・税率６．３％適用分（別表２－３⑰Ｂ欄） 

１１８１万６３６５円 

上記金額は、地方税法７２条の８３の規定に基づき、前記（キ）ｂの金額に税率６

３分の１７を乗じて算出した金額である。 

（ケ）既に還付の確定した譲渡割額（別表２－３⑲Ｃ欄） ３４５１万６５０５円 

上記金額は、平成２９年３月期申告書に記載された金額と同額である。 

（コ）差引納付すべき譲渡割額（別表２－３⑳Ｃ欄） ４６３３万１６００円 

上記金額は、前記（ク）の金額と前記（ケ）の金額との合計額である。 

（サ）納付すべき消費税等の額（別表２－３㉑Ｃ欄） ２億１８０３万１０００円 

上記金額は、前記（カ）の金額と前記（コ）の金額との合計額であり、原告が平成２

９年３月期に係る更正処分により新たに納付すべき消費税等の額である。 

（２）本件各更正処分の適法性 

被告が主張する原告の本件各課税期間の納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額は、

それぞれ前記（１）のとおりであり、本件各更正処分における納付すべき消費税額及び地方

消費税の譲渡割額といずれも同額であるから、本件各更正処分はいずれも適法である。 

２ 本件各賦課決定処分の根拠及び適法性 

（１）本件各賦課決定処分の根拠 

期限内申告書が提出された場合において、更正がされ、当初の申告に係る税額より更正後

の税額が上回ることとなったときには、その更正により納付すべき税額に１００分の１０の

割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課することとされている（国税通則

法６５条１項）。そして、更正により納付すべき税額が、その国税に係る期限内申告額に相当

する金額と５０万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する税額

に１００分の５の割合を乗じて計算した金額を加算することとされている（国税通則法６５

条２項）。 

前記１（２）のとおり、本件各更正処分はいずれも適法であるところ、本件各更正処分に

より、原告が新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実につき、本件各更正処分前に

おける税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法６５条４項に規定す

る「正当な理由」があるとは認められない。 

したがって、本件各更正処分に伴って原告に課されるべき過少申告加算税の額は、以下述

べるとおりである。 

ア 平成２７年３月期 １４１２万円 

上記金額は、国税通則法６５条１項の規定に基づき、平成２７年３月期に係る更正処分

により原告が新たに納付すべきこととなった税額９４３０万円（ただし、国税通則法１１

８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。後記イ及びウにお

いて同じ。）に１００分の１０の割合を乗じて算出した９４３万円と新たに納付すべき税額

９４３０万３４００円のうち５０万円を超える部分に相当する金額９３８０万円（ただし、

国税通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。後

記イ及びウにおいて同じ。）に１００分の５の割合を乗じて算出した４６９万円との合計額

である。 

イ 平成２８年３月期 ２３２０万８５００円 

上記金額は、国税通則法６５条１項の規定に基づき、平成２８年３月期に係る更正処分

により原告が新たに納付すべきこととなった税額１億５４８９万円に１００分の１０の割

合を乗じて算出した１５４８万９０００円と新たに納付すべき税額１億５４８９万１２０
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０円のうち５０万円を超える部分に相当する金額１億５４３９万円に１００分の５の割合

を乗じて算出した７７１万９５００円との合計額である。 

ウ 平成２９年３月課税期間 ３２６７万９５００円 

上記金額は、国税通則法６５条１項の規定に基づき、平成２９年３月期に係る更正処分

により原告が新たに納付すべきこととなった税額２億１８０３万円に１００分の１０の割

合を乗じて算出した２１８０万３０００円と新たに納付すべき税額２億１８０３万１００

０円のうち５０万円を超える部分に相当する金額２億１７５３万円に１００分の５の割合

を乗じて算出した１０８７万６５００円との合計額である。 

（２）本件各賦課決定処分の適法性 

被告が主張する本件各更正処分に伴って原告に課されるべき過少申告加算税の額は、それ

ぞれ前記（１）アからウまでのとおりであり、本件各賦課決定処分における過少申告加算税

の額といずれも同額であるから、本件各賦課決定処分はいずれも適法である。 

以上 
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（別表１－１） 

平成２７年３月期に係る消費税等の課税の経緯 

（単位：円）

区分 年月日 課税標準額 
控除対象 

仕入税額 

納付すべき 

消費税額 

納付すべき

譲渡割額 

過少申告 

加算税の額

確定申告 27・５・29 3,548,684,000 234,188,540 △14,650,657 △4,072,865 －

更正処分 30・７・30 3,548,684,000 159,924,388 59,613,400 15,966,600 14,120,000

審査請求 30・９・13 3,548,684,000 234,188,540 △14,650,657 △4,072,865 －

（注）「△」は還付金の額に相当する税額を表す。 

（別表１－２） 

平成２８年３月期に係る消費税等の課税の経緯 

（単位：円）

区分 年月日 課税標準額 
控除対象 

仕入税額 

納付すべき 

消費税額 

納付すべき

譲渡割額 

過少申告 

加算税の額

確定申告 28・５・31 4,724,402,000 304,532,730 △6,895,404 △1,860,549 －

更正処分 30・７・30 4,724,402,000 182,555,815 115,081,500 31,053,800 23,208,500

審査請求 30・９・13 4,724,402,000 304,532,730 △6,895,404 △1,860,549 －

（注）「△」は還付金の額に相当する税額を表す。 

（別表１－３） 

平成２９年３月期に係る消費税等の課税の経緯 

（単位：円） 

区分 年月日 課税標準額 
控除対象 

仕入税額 

納付すべき 

消費税額 

納付すべき 

譲渡割額 

過少申告 

加算税の額

確定申告 29・５・26 5,594,374,000 480,360,040 △127,914,478 △34,516,505 －

更正処分 30・７・30 5,594,374,000 308,660,489 43,785,000 11,815,100 32,679,500

審査請求 30・９・13 5,594,374,000 480,360,040 △127,914,478 △34,516,505 －

（注）「△」は還付金の額に相当する税額を表す。 
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（別表２－１） 

平成２７年３月課税期間に係る 

消費税等の課税標準額及び納付すべき消費税等の額 

（被告の主張） 

（単位：円） 

区分 
順

号

税率４％適用分 

Ａ 

税率 6.3％適用分

Ｂ 

合計 

Ｃ（Ａ＋Ｂ） 

消

費

税

課税標準額 ① 175,183,000 3,373,501,000 3,548,684,000

課税標準額に対する消費税額 ② 7,007,320 212,530,563 219,537,883

控除過大調整税額 ③ 0 0 0

控

除

税

額

控除対象仕入税額 

(別表３－１⑮欄の金額) 
④ 983,827 158,940,561 159,924,388

返還等対価に係る税額 ⑤ 0 0 0

貸倒れに係る税額 ⑥ 0 0 0

控除税額小計（④＋⑤＋⑥） ⑦ 983,827 158,940,561 159,924,388

控除不足還付税額（⑦－②－③） ⑧ 0 0 0

差引税額（②＋③－⑦） ⑨ 6,023,493 53,590,002 59,613,495

合計差引税額 

(⑨Ｃ欄－⑧Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑩ 59,613,400

既に納付の確定した本税額 ⑪ 6,023,493 △20,674,150 △14,650,657

差引納付すべき消費税額 

(⑩Ｃ欄－⑪Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑫ 74,264,000

地

方

消

費

税

地方消費税の 

課税標準となる 

消費税額 

控除不足 

還付税額(⑧) 
⑬ 0 0 0

差引税額(⑨) ⑭ 6,023,493 53,590,002 59,613,495

合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額

(⑭Ｃ欄－⑬Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑮ 59,613,400

譲渡

割額

還付額 

(⑬Ａ欄×25/100、⑬Ｂ欄×17/63) 
⑯ 0 0 0

納付額 

(⑭Ａ欄×25/100、⑭Ｂ欄×17/63) 
⑰ 1,505,873 14,460,794 15,966,667

合計差引譲渡割額 

(⑰Ｃ欄－⑯Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑱ 15,966,600

既に納付の確定した譲渡割額 ⑲ 1,505,873 △5,578,738 △4,072,865

差引納付すべき譲渡割額 

(⑱Ｃ欄－⑲Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑳ 20,039,400

納付すべき消費税等の合計額（⑫＋⑳） ㉑ 94,303,400

（注）「△」は還付金の額に相当する税額を表す。 
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（別表２－２） 

平成２８年３月課税期間に係る 

消費税等の課税標準額及び納付すべき消費税等の額 

（被告の主張） 

（単位：円） 

区分 
順

号

税率４％適用分 

Ａ 

税率 6.3％適用分

Ｂ 

合計 

Ｃ（Ａ＋Ｂ） 

消

費

税

課税標準額 ① 0 4,724,402,000 4,724,402,000

課税標準額に対する消費税額 ② 0 297,637,326 297,637,326

控除過大調整税額 ③ 0 0 0

控

除

税

額

控除対象仕入税額 

(別表３－２⑱欄の金額) 
④ 5,783 182,550,032 182,555,815

返還等対価に係る税額 ⑤ 0 0 0

貸倒れに係る税額 ⑥ 0 0 0

控除税額小計（④＋⑤＋⑥） ⑦ 5,783 182,550,032 182,555,815

控除不足還付税額（⑦－②－③） ⑧ 5,783 0 5,783

差引税額（②＋③－⑦） ⑨ 0 115,087,294 115,087,294

合計差引税額 

(⑨Ｃ欄－⑧Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑩ 115,081,500

既に納付の確定した本税額 ⑪ △5,783 △6,889,621 △6,895,404

差引納付すべき消費税額 

(⑩Ｃ欄－⑪Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑫ 121,976,900

地

方

消

費

税

地方消費税の 

課税標準となる 

消費税額 

控除不足 

還付税額(⑧) 
⑬ 5,783 0 5,783

差引税額(⑨) ⑭ 0 115,087,294 115,087,294

合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額

(⑭Ｃ欄－⑬Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑮ 115,081,500

譲渡

割額

還付額 

(⑬Ａ欄×25/100、⑬Ｂ欄×17/63) 
⑯ 1,445 0 1,445

納付額 

(⑭Ａ欄×25/100、⑭Ｂ欄×17/63) 
⑰ 0 31,055,301 31,055,301

合計差引譲渡割額 

(⑰Ｃ欄－⑯Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑱ 31,053,800

既に納付の確定した譲渡割額 ⑲ △1,445 △1,859,104 △1,860,549

差引納付すべき譲渡割額 

(⑱Ｃ欄－⑲Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑳ 32,914,300

納付すべき消費税等の合計額（⑫＋⑳） ㉑ 154,891,200

（注）「△」は還付金の額に相当する税額を表す。 
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（別表２－３） 

平成２９年３月課税期間に係る 

消費税等の課税標準額及び納付すべき消費税等の額 

（被告の主張） 

（単位：円） 

区分 
順

号

税率４％適用分 

Ａ 

税率 6.3％適用分

Ｂ 

合計 

Ｃ（Ａ＋Ｂ） 

消

費

税

課税標準額 ① 0 5,594,374,000 5,594,374,000

課税標準額に対する消費税額 ② 0 352,445,562 352,445,562

控除過大調整税額 ③ 0 0 0

控

除

税

額

控除対象仕入税額 

(別表３－３⑱欄の金額) 
④ 4,987 308,655,500 308,660,487

返還等対価に係る税額 ⑤ 0 0 0

貸倒れに係る税額 ⑥ 0 0 0

控除税額小計（④＋⑤＋⑥） ⑦ 4,987 308,655,500 308,660,487

控除不足還付税額（⑦－②－③） ⑧ 4,987 0 4,987

差引税額（②＋③－⑦） ⑨ 0 43,790,062 43,790,062

合計差引税額 

(⑨Ｃ欄－⑧Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑩ 43,785,000

既に納付の確定した本税額 ⑪ △4,987 △127,909,491 △127,914,478

差引納付すべき消費税額 

(⑩Ｃ欄－⑪Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑫ 171,699,400

地

方

消

費

税

地方消費税の 

課税標準となる 

消費税額 

控除不足 

還付税額(⑧) 
⑬ 4,987 0 4,987

差引税額(⑨) ⑭ 0 43,790,062 43,790,062

合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額

(⑭Ｃ欄－⑬Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑮ 43,785,000

譲渡

割額

還付額 

(⑬Ａ欄×25/100，⑬Ｂ欄×17/63) 
⑯ 1,246 0 1,246

納付額 

(⑭Ａ欄×25/100，⑭Ｂ欄×17/63) 
⑰ 0 11,816,365 11,816,365

合計差引譲渡割額 

(⑰Ｃ欄－⑯Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑱ 11,815,100

既に納付の確定した譲渡割額 ⑲ △1,246 △34,515,259 △34,516,505

差引納付すべき譲渡割額 

(⑱Ｃ欄－⑲Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑳ 46,331,600

納付すべき消費税等の合計額（⑫＋⑳） ㉑ 218,031,000

（注）「△」は還付金の額に相当する税額を表す。 
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（別表２－４） 

平成２７年３月課税期間に係る 

消費税等の課税標準額及び納付すべき消費税等の額 

（裁判所の認定） 

（単位：円） 

区分 
順

号

税率４％適用分 

Ａ 

税率 6.3％適用分

Ｂ 

合計 

Ｃ（Ａ＋Ｂ） 

消

費

税

課税標準額 ① 175,183,000 3,373,501,000 3,548,684,000

課税標準額に対する消費税額 ② 7,007,320 212,530,563 219,537,883

控除過大調整税額 ③ 0 0 0

控

除

税

額

控除対象仕入税額 

(別表３－４⑯欄の金額) 
④ 983,827 242,999,906 243,983,733

返還等対価に係る税額 ⑤ 0 0 0

貸倒れに係る税額 ⑥ 0 0 0

控除税額小計（④＋⑤＋⑥） ⑦ 983,827 242,999,906 243,983,733

控除不足還付税額（⑦－②－③） ⑧ 0 30,469,343 30,469,343

差引税額（②＋③－⑦） ⑨ 6,023,493 0 6,023,493

還付すべき税額 

(⑧Ｃ欄－⑨Ｃ欄) 
⑩ 24,445,850

既に納付の確定した本税額 ⑪

差引納付すべき消費税額 

(⑩Ｃ欄－⑪Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑫

地

方

消

費

税

地方消費税の 

課税標準となる 

消費税額 

控除不足 

還付税額(⑧) 
⑬ 0 30,469,343 30,469,343

差引税額(⑨) ⑭ 6,023,493 0 6,023,493

合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額

(⑭Ｃ欄－⑬Ｃ欄) 
⑮ △24,445,850

譲渡

割額

還付額 

(⑬Ａ欄×25/100、⑬Ｂ欄×17/63) 
⑯ 0 8,221,886 8,221,886

納付額 

(⑭Ａ欄×25/100、⑭Ｂ欄×17/63) 
⑰ 1,505,873 0 1,505,873

還付すべき譲渡割額 

(⑯Ｃ欄－⑰Ｃ欄) 
⑱ 6,716,013

既に納付の確定した譲渡割額 ⑲

差引納付すべき譲渡割額 

(⑱Ｃ欄－⑲Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て)
⑳
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 (別表２－５) 

平成２８年３月課税期間に係る 

消費税等の課税標準額及び納付すべき消費税等の額 

（裁判所の認定） 

（単位：円） 

区分 
順

号

税率４％適用分 

Ａ 

税率 6.3％適用分

Ｂ 

合計 

Ｃ（Ａ＋Ｂ） 

消

費

税

課税標準額 ① 0 4,724,402,000 4,724,402,000

課税標準額に対する消費税額 ② 0 297,637,326 297,637,326

控除過大調整税額 ③ 0 0 0

控

除

税

額

控除対象仕入税額 

(別表３－２⑱欄の金額) 
④ 5,783 304,526,947 304,532,730

返還等対価に係る税額 ⑤ 0 0 0

貸倒れに係る税額 ⑥ 0 0 0

控除税額小計（④＋⑤＋⑥） ⑦ 5,783 304,526,947 304,532,730

控除不足還付税額（⑦－②－③） ⑧ 5,783 6,889,621 6,895,404

差引税額（②＋③－⑦） ⑨ 0 0 0

還付すべき税額 

(⑧Ｃ欄－⑨Ｃ欄) 
⑩ 6,895,404

既に納付の確定した本税額 ⑪

差引納付すべき消費税額 

(⑩Ｃ欄－⑪Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑫

地

方

消

費

税

地方消費税の 

課税標準となる 

消費税額 

控除不足 

還付税額(⑧) 
⑬ 5,783 6,889,621 6,895,404

差引税額(⑨) ⑭ 0 0 0

合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額

(⑭Ｃ欄－⑬Ｃ欄) 
⑮ △6,895,404

譲渡

割額

還付額 

(⑬Ａ欄×25/100、⑬Ｂ欄×17/63) 
⑯ 1,445 1,859,104 1,860,549

納付額 

(⑭Ａ欄×25/100、⑭Ｂ欄×17/63) 
⑰ 0 0 0

還付すべき譲渡割額 

(⑯Ｃ欄－⑰Ｃ欄) 
⑱ 1,860,549

既に納付の確定した譲渡割額 ⑲

差引納付すべき譲渡割額 

(⑱Ｃ欄－⑲Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑳
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(別表２－６) 

平成２９年３月課税期間に係る 

消費税等の課税標準額及び納付すべき消費税等の額 

（裁判所の認定） 

（単位：円） 

区分 
順

号

税率４％適用分 

Ａ 

税率 6.3％適用分

Ｂ 

合計 

Ｃ（Ａ＋Ｂ） 

消

費

税

課税標準額 ① 0 5,594,374,000 5,594,374,000

課税標準額に対する消費税額 ② 0 352,445,562 352,445,562

控除過大調整税額 ③ 0 0 0

控

除

税

額

控除対象仕入税額 

(別表３－３⑱欄の金額) 
④ 4,987 480,355,053 480,360,040

返還等対価に係る税額 ⑤ 0 0 0

貸倒れに係る税額 ⑥ 0 0 0

控除税額小計（④＋⑤＋⑥） ⑦ 4,987 480,355,053 480,360,040

控除不足還付税額（⑦－②－③） ⑧ 4,987 127,909,491 127,914,478

差引税額（②＋③－⑦） ⑨ 0 0 0

還付すべき税額 

（⑧Ｃ欄－⑨Ｃ欄） 
⑩ 127,914,478

既に納付の確定した本税額 ⑪

差引納付すべき消費税額 

(⑩Ｃ欄－⑪Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑫

地

方

消

費

税

地方消費税の 

課税標準となる 

消費税額 

控除不足 

還付税額(⑧) 
⑬ 4,987 127,909,491 127,914,478

差引税額(⑨) ⑭ 0 0 0

合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額

(⑭Ｃ欄－⑬Ｃ欄) 
⑮ △127,914,478

譲渡

割額

還付額 

(⑬Ａ欄×25/100、⑬Ｂ欄×17/63) 
⑯ 1,246 34,515,259 34,516,505

納付額 

(⑭Ａ欄×25/100、⑭Ｂ欄×17/63) 
⑰ 0 0 0

還付すべき譲渡割額 

(⑯Ｃ欄－⑰Ｃ欄) 
⑱ 34,516,505

既に納付の確定した譲渡割額 ⑲

差引納付すべき譲渡割額 

(⑱Ｃ欄－⑲Ｃ欄、100 円未満の端数切捨て) 
⑳
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(別表３－１) 

平成２７年３月課税期間に係る 
課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 

（被告の主張） 

（単位：円） 

項目 
順

号

税率４％適用分 

Ａ 

税率 6.3％適用分

Ｂ 

合計 

Ｃ（Ａ＋Ｂ） 

課税資産の譲渡等の対価の額 ① 3,591,888,715

課税資産の譲渡等の対価の額 

(①の金額) 
② 3,591,888,715

非課税売上額 ③ 6,305,644,375

資産の譲渡等の対価の額（②＋③） ④ 9,897,533,090

課税売上割合（①／④） ⑤ 36.290747222…％

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された課税

仕入れに係る支払対価の額（税込み） 
⑥ 74,713,792 5,274,406,145 5,349,119,937

課税仕入れに係る消費税額 

(⑥Ａ欄×4/105、⑥Ｂ欄×6.3/108) 
⑦ 2,846,239 307,673,691 310,519,930

⑦のうち、課税売上げにのみ要するもの 

(⑨－⑩) 
⑧ △56,539 78,011,697 77,955,158

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された

課税売上げにのみ要するものの金額 
⑨ △56,539 209,953,827 209,897,288

⑨のうち、本件各課税仕入れに係るものの 

金額 
⑩ 0 131,942,130 131,942,130

⑦のうち、課税売上げと非課税売上げに 

共通して要するもの（⑫＋⑬） 
⑪ 2,866,755 223,001,373 225,868,128

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された

課税売上げと非課税売上げに共通して要する

ものの金額 

⑫ 2,866,755 64,068,360 66,935,115

⑪(本件各課税仕入れ及びＥの課税仕入れに

係る支払対価の額を共通課税仕入れに含めて

算出した金額)から⑫を控除した金額 

⑬ 0 158,933,013 158,933,013

個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額

(⑧＋(⑪×①／④)) 
⑭ 983,827 158,940,561 159,924,388

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された個別

対応方式により控除する課税仕入れ等の税額 
⑮ 983,827 233,204,713 234,188,540

控除対象仕入税額(⑭の金額) ⑯ 983,827 158,940,561 159,924,388

（注）「△」は対価の返還等を受けた課税対応課税仕入れの金額に係る消費税額のうち、課税対応課税仕入れ等の税額から控除し 

きれない金額を表す。
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(別表３－２) 

平成２８年３月課税期間に係る 
課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 

（被告の主張） 

（単位：円） 

項目 
順

号

税率４％適用分

Ａ 

税率 6.3％適用分

Ｂ 

合計 

Ｃ（Ａ＋Ｂ） 

課税資産の譲渡等の対価の額 ① 4,803,542,569

課税資産の譲渡等の対価の額 

(①の金額) 
② 4,803,542,569

非課税売上額 ③ 9,402,562,466

資産の譲渡等の対価の額(②＋③) ④ 14,206,105,035

課税売上割合（①／④） ⑤ 33.813227180…％

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された課税 

仕入れに係る支払対価の額（税込み） 
⑥ 372,302 6,136,476,162 6,136,848,464

課税仕入れに係る消費税額 

(⑥Ａ欄×4/105、⑥Ｂ欄×6.3/108) 
⑦ 14,182 357,961,109 357,975,291

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された特定 

課税仕入れに係る支払対価の額 
⑧ 971,432 971,432

特定課税仕入れに係る消費税額 

(⑧Ｂ欄×6.3/100) 
⑨ 61,200 61,200

課税仕入れ等の税額の合計額 

(⑦＋⑨) 
⑩ 14,182 358,022,309 358,036,491

⑩のうち、課税売上げにのみ要するもの 

(⑫－⑬) 
⑪ 1,440 96,399,639 96,401,079

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された課

税売上げにのみ要するものの金額 
⑫ 1,440 280,691,621 280,693,061

⑫のうち、本件各課税仕入れに係るものの 

金額 
⑬ 0 184,291,982 184,291,982

⑩のうち、課税売上げと非課税売上げに共通

して要するもの（⑮＋⑯） 
⑭ 12,847 254,783,115 254,795,962

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された課

税売上げと非課税売上げに共通して要する 

ものの金額 

⑮ 12,847 70,491,133 70,503,980

⑫のうち、本件各課税仕入れに係るものの 

金額 
⑯ 0 184,291,982 184,291,982

個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額

(⑪＋(⑭×①／④)) 
⑰ 5,783 182,550,032 182,555,815

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された 

個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額
⑱ 5,783 304,526,947 304,532,730

控除対象仕入税額（⑰の金額） ⑲ 5,783 182,550,032 182,555,815
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(別表３－３) 

平成２９年３月課税期間に係る 
課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 

（被告の主張） 

（単位：円） 

項目 
順

号

税率４％適用分

Ａ 

税率 6.3％適用分

Ｂ 

合計 

Ｃ（Ａ＋Ｂ） 

課税資産の譲渡等の対価の額 ① 5,685,831,479

課税資産の譲渡等の対価の額 

(①の金額) 
② 5,685,831,479

非課税売上額 ③ 10,985,093,551

資産の譲渡等の対価の額（②＋③） ④ 16,670,925,030

課税売上割合（①／④） ⑤ 34.106274659…％

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された課税仕
入れに係る支払対価の額（税込み） 

⑥ 408,622 9,373,973,078 9,374,381,700

課税仕入れに係る消費税額 
(⑥Ａ欄×4/105、⑥Ｂ欄×6.3/108) 

⑦ 15,566 546,815,096 546,830,662

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された 
特定課税仕入れに係る支払対価の額 

⑧ 1,027,638 1,027,638

特定課税仕入れに係る消費税額 
(⑧Ｂ欄×6.3/100) 

⑨ 64,741 64,741

課税仕入れ等の税額の合計額 
(⑦＋⑨) 

⑩ 15,566 546,879,837 546,895,403

⑩のうち、課税売上げにのみ要するもの 
(⑫－⑬) 

⑪ 180 189,781,892 189,782,072

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された課
税売上げにのみ要するものの金額 

⑫ 180 450,352,306 450,352,486

⑫のうち、本件各課税仕入れに係るものの 

金額 
⑬ 0 260,570,414 260,570,414

⑩のうち、課税売上げと非課税売上げに共通
して要するもの（⑮＋⑯） 

⑭ 14,097 348,538,825 348,552,922

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された課
税売上げと非課税売上げに共通して要するも

のの金額 
⑮ 14,097 87,968,411 87,982,508

⑫のうち、本件各課税仕入れに係るものの 

金額 
⑯ 0 260,570,414 260,570,414

個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額
(⑪＋(⑭×①／④)) 

⑰ 4,987 308,655,500 308,660,487

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された個別対
応方式により控除する課税仕入れ等の税額 

⑱ 4,987 480,355,053 480,360,040

控除対象仕入税額（⑰の金額） ⑲ 4,987 308,655,500 308,660,487
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(別表３－４) 

平成２７年３月課税期間に係る 
課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 

（裁判所の認定） 

（単位：円） 

項目 
順

号

税率４％適用分

Ａ 

税率 6.3％適用分

Ｂ 

合計 

Ｃ（Ａ＋Ｂ） 

課税資産の譲渡等の対価の額 ① 3,591,888,715

課税資産の譲渡等の対価の額 

(①の金額) 
② 3,591,888,715

非課税売上額 ③ 6,305,644,375

資産の譲渡等の対価の額(②＋③) ④ 9,897,533,090

課税売上割合（①／④） ⑤ 36.290747222…％

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された課税仕

入れに係る支払対価の額（税込み） 
⑥ 74,713,792 5,274,406,145 5,349,119,937

課税仕入れに係る消費税額 

(⑥Ａ欄×4/105、⑥Ｂ欄×6.3/108) 
⑦ 2,846,239 307,673,691 310,519,930

⑦のうち、課税売上げにのみ要するもの 

(⑨－⑩) 
⑧ △56,539 209,953,827 209,897,288

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された

課税売上げにのみ要するものの金額 
⑨ △56,539 209,953,827 209,897,288

⑨のうち、本件各課税仕入れに係るものの 

金額 
⑩ 0 131,942,130 131,942,130

⑦のうち、課税売上げと非課税売上げに共通

して要するもの（⑫＋⑬） 
⑪ 2,866,755 91,059,242 93,925,997

確定申告書添付の付表２－(2)に記載 

された課税売上げと非課税売上げに共通 

して要するものの金額 

⑫ 2,866,755 64,068,360 66,935,115

Ｅの課税仕入れに係る支払対価の額を 

共通課税仕入れに含めて算出した金額 
⑬ 0 26,990,882 26,990,882

個別対応方式により控除する課税仕入れ等の 

税額 (⑧＋(⑪×①／④)) 
⑭ 983,827 242,999,906 243,983,733

確定申告書添付の付表２－(2)に記載された個別対

応方式により控除する課税仕入れ等の税額 
⑮ 983,827 233,204,713 234,188,540

控除対象仕入税額(⑭の金額) ⑯ 983,827 242,999,906 243,983,733

（注）「△」は対価の返還等を受けた課税対応課税仕入れの金額に係る消費税額のうち、課税対応課税仕入れ等の税額 

から控除しきれない金額を表す。 


